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序     文 

 

エチオピア連邦民主共和国のアムハラ州感染症対策強化プロジェクトは、アムハラ州の対象地

域において、効果的な施設及びコミュニティを基点としたサーベイランス・システムが機能する

ようになることを目的に、2008年1月から5年間の協力期間として開始されました。エチオピア政

府は、感染症のサーベイランス及び予防・治療能力の強化を目的とした「包括的感染症サーベイ

ランスと対応」（Integrated Disease Surveillance and Response：IDSR）という戦略を導入しましたが、

郡レベルを中心とした取り組みが進んでいないことがこの背景にありました。プロジェクト実施

中に、IDSRは「公衆衛生緊急マネジメント」（Public Health Emergency Management：PHEM）に変

更され、プロジェクトの活動もPHEMに沿ったものに変更されました。 

今般、本プロジェクトの実施機関の中間地点を迎えるにあたり、エチオピア側と合同でこれま

での活動・成果の達成度を確認し、プロジェクト後半の方向性及び活動計画を検討・確認するた

めに、2010年11月1日から11月19日まで、中間レビュー調査団を派遣しました。本報告書は、同調

査団が実施した調査及び協議の内容と結果を取りまとめたものです。 

ここに、本調査にご協力を賜りました関係者の皆さまに深甚なる謝意を表しますとともに、今

後のプロジェクトの実施･運営に際し、一層のご指導、ご協力いただけますようお願い申し上げま

す。 

 

 平成23年6月  

 

独立行政法人国際協力機構 

人間開発部長 萱島 信子 
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評価調査結果要約表 

１．案件の概要 

国名：エチオピア連邦民主共和国 案件名：アムハラ州感染症対策強化プロジェクト 

分野：保健･医療 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：人間開発部保健第一課 協力金額（評価時点）：約 2.0 億円 

協力期間 (R/D)：2007 年 8 月 14 日 

2008 年 1 月～2013 年 1 月 

先方関係機関：アムハラ州保健局、アムハラ州県保健局、

アムハラ州郡保健事務所 

１－１ 協力の背景と概要 

 エチオピア連邦民主共和国（以下、「エ」国と記す）政府は、1999 年より感染症サーベイラン

ス及び予防・治療能力の強化を目的とした「包括的感染症サーベイランスと対応」（Integrated 

Disease Surveillance and Response：IDSR）という戦略を導入し、研修マニュアル、技術ガイドラ

インの作成や流行性感染症対応委員会を発足させるなど、活発な活動を行ってきた。その一方で、

郡レベルの取り組み、及びコミュニティを巻き込んだサーベイランスの実施は進んでいないとい

われていた。 

 アムハラ州は、マラリア、流行性マラリア、髄膜炎の発症地域として知られており、年間 1 万

4,000 人が感染症により死亡していた。特にマラリアは、住民の 80％がマラリア浸淫地帯に居住

し、年間約 40 万人がマラリアに罹っていた（全国第 2 位、全国の 25％）。アムハラ州でも積極的

に IDSR に取り組んでいたが、郡レベルを中心とした取り組みは進んでなかったため、2007 年 8

月にアムハラ州保健局（Amhara National Regional Health Bureau：ARHB）と討議議事録（R/D）

が締結され、「アムハラ州感染症対策強化プロジェクト」が 2008 年 1 月から 2013 年 1 月の予定

で開始された。 

 本プロジェクトは、現在までに、9 名の日本人専門家を派遣し、郡（ワレダ）からコミュニテ

ィレベルのキャパシティ・デベロップメントに焦点を当て、施設ベースのサーベイランスとコミ

ュニティベースのサーベイランスの構築を図っている。また、アムハラ州の 11 県のうち 3 県を

対象としてモデルを確立し、将来的に州全体への拡大をめざしている。 

 なお、2009 年 9 月にサーベイランスについての国の政策が IDSR から「公衆衛生緊急マネジメ

ント」（Public Health Emergency Management：PHEM）に変更され、より現実を反映した対象疾病

とコミュニティの現状を取り入れる調査手法になったため、本プロジェクトも PHEM に沿うかた

ちで活動を展開してきている。 

 

１－２ 協力内容 

（１）上位目標 

 アムハラ州内で効果的な施設及びコミュニティを基点としたサーベイランスが機能して

いる。 

 

（２）プロジェクト目標 

対象地域で効果的な施設及びコミュニティを基点としたサーベイランスが機能している。 

 

（３）成果 

1：パイロット地域において、効果的な施設を基点としたサーベイランス・システムが確立さ

れ、有効性が認められる。 

2：確立された施設を基点としたサーベイランス・システムが、対象地域に展開される。 

3：パイロット地域において、効果的なコミュニティを基点としたサーベイランス・システム
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が確立され、有効性が認められる。 

4：確立されたコミュニティを基点としたサーベイランス・システムが、対象地域に展開され

る。 

 

（４）投入（評価時点） 

１）日本側 

長期専門家派遣 6 名 

短期専門家 3 名 

研究員受入れ 7 名 

機材供与 約 0.1 億円 

ローカルコスト負担 約 0.4 億円 

２）相手側 

カウンターパート（C/P）配置 6 名 

施設等提供 事務所、必要物品の調達等 

 

２．評価調査団の概要 

調査者 総括   牛尾 光宏  JICA 人間開発部 技術審議役 

評価計画 髙橋 園子  JICA 人間開発部保健第一課 主任調査役 

評価分析 諏訪 裕美  一般財団法人国際開発センター 研究員 

調査期間：2010 年 11 月 1 日～11 月 19 日 評価種類：中間レビュー 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

（１）活動 

 プロジェクトの活動は、計画より遅れることはあったものの、おおむね中間レビュー実施

時点に適用されていた PDM4.5 に沿った形で実施された。施設のサーベイランス機能強化の

ために、対象地域への機材供与とともに、①基本マニュアルの配布、②初期の段階では対象

全ヘルスセンター（Health Center：HC）への集団研修と、パイロット郡における郡保健事務

所と HC へ個別研修の実施、③パイロット郡保健事務所と HC への個別訪問指導（問題のあ

る施設とアクセスの悪い施設）、④保健事務所によるサーベイランス事業評価のためのチェ

ックリスト作成を行った。しかし、2009年 9月に国家感染症サーベイランス・スキームが IDSR

から PHEM に変更になったことに付随し、2010 年 2 月から 6 パイロット郡、県、州のオフ

ィサーにデータ分析、マネジメントの研修が実施された。同時に PHEM オフィサーが使用す

るマニュアル、新フォームを供給した。 

 コミュニティ・サーベイランスに関しては、ヘルスシステムの末端施設であるヘルスポス

ト（Health Post：HP）に常駐する保健普及員（Health Extension Worker：HEW）が中心となり、

住民に対する感染症知識及び報告の重要性について啓発し、感染症早期発見・迅速な報告の

実現を目的としたサーベイランス・システムの構築のための活動を行った。また、各ケベレ

（村）でケベレ感染症監視員（Kebele Surveillance Officer：KSO）を選出し、KSO から HEW

への報告方法として、カードを利用し、HEW から HC へはリファラルペーパーによって報告

するシステムを導入した。同時に疾病やサーベイランスに関する知識の向上のためのマニュ

アル・教材を作成した。この疾病の講義とコミュニティ・サーベイランス・システムの講義

を 1 日間の研修内容に再編し、HEW や KSO、関係者に実施した。 

 PDM4.5 では、成果 1 はパイロット地域での施設サーベイランス・システムの構築、成果 3

はパイロット地域でのコミュニティ・サーベイランスの構築で、成果 2 と成果 4 は対象地域
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への拡大である。中間レビュー時点では、成果 2 にかかる活動として、ファックス機、コ

ピー機、コンピューター、コンピューター操作テキストブックの機材供与を実施し、またコ

ンピューター操作の基礎研修を実施した。成果 4 にかかる活動は、パイロット郡内のメチャ

郡において 12 村に拡大した。またコミュニティ・サーベイランス対象疾病に狂犬病と炭疽

病を加え、教材の修正を行った。 

 

（２）成果 

 IDSR から PHEM の変更に伴って、一時的に指標は落ち込んだが、（１）活動に記述したプ

ロジェクトの継続的な介入によって、施設サーベイランス及びコミュニティ・サーベイラン

スの基礎は出来上がってきている。今後は PDM4.5 の見直しに伴って追加された、感染症サ

ーベイランス・システムのレスポンスに関する事項、施設サーベイランスと施設サーベイラ

ンスをつないだシステムづくりに関する事項の活動の実施によって持続性のあるシステム

づくりをすることを確認した。同時に、パイロット地域以外の対象地域へ、施設サーベイラ

ンスに関しては指導者育成研修（Training of Trainers：TOT）、コミュニティ・サーベイラン

スにはクラスター方式の介入方法を用いて拡大していく。 

 

（３）プロジェクト目標 

 IDSR のもとでは、施設サーベイランスは一時プロジェクト目標の指標がほぼ達成される

までになったが、サーベイランス・スキームが PHEM に変更されたことで、報告が月報から

週報となり、また HC だけでなく HP からの報告も施設ベースのサーベイランスに組み込ま

れるということになった。この変更により、報告率は大きく減少しサーベイランス体制の再

構築が必要とされるようになった。このような経過で PHEM 研修が必要となり、パイロット

の 6 郡が終了したところが中間レビュー時点である。指標は、IDSR でのサーベイランス・

スキームを念頭に設定されており、PHEM では期待されるレベルまで到達するのに時間がか

かっているが、徐々に向上すると推測できる。 

 ただ、PDM4.5 ではプロジェクト目標の達成を「プロジェクト・サーベイランス指標」で

計ることとしている。「プロジェクト・サーベイランス指標」は、サーベイランス・レポー

ト（疾病報告）のタイムリネスとコンプリートネスで設定されており、この指標ではレポー

トの提出状況しか計れず不十分である。すなわち感染症疑いのケースやその分析、各疾病へ

の対応（レスポンス）、アウトブレークに対する予知的処置等を強化する活動がほとんどな

く、またコミュニティ・サーベイランスで収集したデータを集計し、施設サーベイランスと

つなぐ活動が設定されていない。 

 今般、中間レビュー時点で PDM 改訂を行ったが、改訂にあたってはレスポンスに関する

活動と施設ベースのサーベイランスとコミュニティベースのサーベイランスをつなぐ活動

を追加し、プロジェクト目標、指標と活動の見直しを行った。これらは PHEM の概念に沿っ

たものであり、レスポンスに関する活動はサーベイランス・システム構築に不可欠と考えら

れるもので、PDM の全体的なロジックに大きな変更はない。 

 

３－２ 評価結果の要約 

（１）妥当性 

 本プロジェクトは、以下の理由から妥当性は高いと判断される。 

１）「エ」国の保健セクター開発計画第 4 フェーズの中で、感染症対策は優先事項の一つに

位置づけられており、国家感染症サーベイランス・スキームである PHEM を取り入れて取

り組んでいる。また、郡レベルに焦点を当てた地域保健強化プログラムなども継続されて

おり、本プロジェクトのコミュニティを含めたサーベイランス・システムの構築は、「エ」
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 国政府の保健政策と合致している。 

２）対「エ」国事業展開計画で、保健分野は重要セクターの一つであり、コミュニティ資源

を活用した感染症対策を支援するとある。本プロジェクトの感染症サーベイランス・シス

テム強化を通した支援はその方向性において趣旨と一致している。 

３）アムハラ州は人口約 1,900 万人で、「エ」国全人口の 25％にあたり、外来患者数の 45％

が感染症罹患患者である。52％の成人死亡要因と 73％の 5 歳以下の死亡要因が感染症によ

る。本プロジェクトが感染症の罹患率が高いアルハラ州で、感染症サーベイランス体制強

化を実施することはニーズと合致している。また、サーベイランス体制を強化することは、

流行性感染症拡大を最小限に抑えるためには必須であり、妥当性がある。 

４）ただし、地理的条件、携帯電話、道路などインフラ整備の遅れを考慮すると、対象地域

への拡大には規模が大きすぎると言わざるを得ず、拡大手法の工夫が必要である。 

 

（２）有効性 

 本プロジェクトの有効性はある程度確保されているが、目的を達成するには後半に向けて

改善が求められる。 

１）2009 年 3 月の運営指導調査時点で、「アムハラ州のプロジェクトの対象地域におけるサ

ーベイランスシステムの基礎がかたまりつつある段階」であったが、2009 年 9 月、基幹と

なるサーベイランス・スキームが IDSR から PHEM に変更されたために、2010 年 4 月の時

点には、パイロット 6 郡の指標もゼロまで低下した。現在 PHEM の研修を実施して、指標

も回復しつつあるが、プロジェクトの進捗に影響を与えていることは事実である。 

２）PDM バージョン 4.5 のデザインに関して、プロジェクト目標の達成度を計る指標が、「プ

ロジェクト・サーベイランス指標（タイムリネスとコンプリートネス）」だけであり、こ

の指標ではサーベイランス・レポート（疾病報告）の提出状況は計ることができるが、感

染症疑いのケースや疾病対応（レスポンス）の有無など、他の成果は計れない。 

３）活動に関しては、施設サーベイランスとコミュニティ・サーベイランスは、それぞれに

成果の発現はみられるものの、双方をつなぐ活動が設定されていない。しかし、PHEM で

は HP からの情報も施設ベースのサーベイランスに含まれることとなり、プロジェクトの

活動方向と合致することになる。目標を達成するため、コミュニティと施設を連携する活

動をより明確にしやすくなった。 

４）阻害要因として、構築されたサーベイランス・システムが持続性のあるものになるため

に必要となる、サーベイランスによって得られた疾病情報を住民に有益に対応（レスポン

ス）する仕組みが明確につくられていない。 

５）パイロットモデルの拡大には、プロジェクトの期間と投入を考慮すると、対象地域の規

模の設定が大きくプロジェクト目標の達成が難しい。 

 

（３）効率性 

 効率性を向上させた要因、阻害した要因がいくつか指摘できるが、総合的な判断は難しい。

ただし、不必要な項目は確認できなかった。 

１）IDSR から PHEM の移行に伴い、対象疾患、レポート頻度、レポート内容が変更になっ

たと同時に、郡、県、州各レベルの大幅な人事異動があった。マニュアルや教材を修正す

るとともに、新たに PHEM の研修をすべての地域で行う必要があり、この点では結果的に

投入に対する成果は非効率的であった。 

２）日本人専門家は、長期専門家の不在期間や前任との引き継ぎが不十分であったことが要

因で、成果の達成に影響が生じた。 

３）県保健局と郡保健事務所にコンピューターとファックス、コピー機を供与した。しかし、
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ファックスに関してはほとんどのところで故障しており、結局データの報告は電話を使う

ことが多い。また、コンピューターについては先方のニーズにそって業務改善につながっ

ているところもあるが、使いこなしていないところが多い。 

４）KSO の活動は開始当時より無報酬を貫いている。日本人専門家やローカルスタッフが、

定例モニタリングで村に赴く燃料費を除き、導入時の教育マテリアルであるマニュアルや

フリップチャートとラミネートカード、ポロシャツ以外の投入は発生しておらず、非常に

効率的であるといえる。 

 
（４）インパクト 

 中間レビュー時点では、インパクトの発現をみることは時期尚早である。しかし、プロジ

ェクトの介入によって、パイロット地域の施設サーベイランスにおける報告状況は明らかに

改善されてきている。また、コミュニティ・サーベイランスで、KSO が月例会の場で定期的

に情報伝達に使用するリファラルカードを提出するという仕組みが出来上がってきた。 
１）KSO が使用するリファラルカードが、WHO 支援のもとで ARHB が実施予定のコミュニ

ティ・サーベイランスで採用される見込みとなっている。 
２）コミュニティ・サーベイランスの非パイロット郡保健事務所（エビナット郡）は、プロ

ジェクトが実施しているコミュニティ・サーベイランスを独自で拡大できる方法に工夫し

て導入しつつある。 
３）上位目標の達成を阻害する要因として、保健行政組織（州、県、郡）は概して人材流出、

人事異動が激しいことが挙げられる。 
４）中間レビュー時点において、本プロジェクトによる負の波及効果は確認されていない。

 
（５）自立発展性 

 本プロジェクトの便益を持続するための仕組みはまだ整備途上であり、プロジェクト終了

に向けて更なる働きかけが必要である。 
１）政策・制度の面では、PHEM による感染症サーベイランスは連邦保健省、州保健局など、

国家レベルで取り組みが行われており、プロジェクト終了後も連邦保健省主導によるサー

ベイランスを中心とした感染症対策が行われていくと予測される。 
２）組織の面では、「エ」国側のサーベイランス方法は改革途中で数年ごとに変更があるた

め、変更に対応し、本プロジェクトの便益を維持できる州、県、郡の行政の能力強化が必

要である。また、構築されたサーベイランス・システムが活用され、また他地域に普及さ

れるような取り組みについてはエビナット郡など一部の郡でコミュニティ・サーベイラン

スについての部分的な適用拡大が試み始められたところである。 
３）予算面では、アムハラ州は郡に予算の決定の権限の多くを譲渡しているが、郡役所から

郡保健事務所への適切な予算の確保・配分や適切な人材配置などの組織能力が弱く、予算

についてのプロジェクトからの働きかけは非常に難しい。 
４）技術的な面では、パイロット郡でのコミュニティのサーベイランス・システムが構築さ

れつつあり、KSO を使った情報収集はプロジェクト独自のものである。コミュニティ・サ

ーベイランスを無報酬で KSO に定着・普及させる活動が既に始まっているが、今後の活

動に期待する。 
 
３－３ 効果発現に貢献する要因 
（１）計画内容に関すること 

１）PHEM への変更は、プロジェクトの有効性や効率性の達成に一時的に阻害となっている

が、PHEM の内容は感染症疾病状況の把握とそれらに対する対応を重視するなど、サーベ

イランスの実態により則しており、同時にコミュニティを含めたシステムの概念という点
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 でも本プロジェクトに合致している。本プロジェクトの活動が明確に設定されることにな

り、プロジェクトの効率性、有効性に効果がある。 
２）実施プロセスに関すること 
 特になし。 
 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

（１）計画内容に関すること 

 計画内容にかかる問題点は以下のとおりであり、中間レビュー時に検討され、PDM5.0 へ

の改訂の際に反映された。 

１）プロジェクト目標の指標の設定については、サーベイランス・レポート（疾病報告）の

提出状況は計ることができるが、感染症疑いのケースや疾病対応（レスポンス）の有無と

いった他の成果が計れないなど十分ではなかった。 

２）活動に、施設サーベイランスとコミュニティ・サーベイランスの双方をつなぐ活動項目

が設定されていなかった。 

３）感染症サーベイランスにおいて、収集した情報を解析したあとのレポンスに関する「解

析結果のフィードバックと適切な対処案の計画実施」の部分が設定されていなかった。 

４）日本人専門家の投入のタイミングが適正に行われなかった。 

５）後半の時期及び専門家の投入から考慮しても、計画の拡大方法では対象地域の規模が適

正でない。 

 

（２）実施プロセスに関すること 

１）国家感染症サーベイランス・スキームが IDSR から PHEM に変更されたことによって、

PHEM の研修、マニュアルの修正などの必要があった。 

２）保健行政組織の人材の流出、人事異動が多い。 

 

３－５ 結 論 

（１）プロジェクト目標の達成状況 

 プロジェクト終了時点でプロジェクト目標が達成されるかどうかについては、PDM4.5

から 5.0 の変更に伴いプロジェクト目標も改訂されているため判断は難しい。PDM4.5 に基

づくと、パイロット 6 郡ではかなり前向きな結果が出ているが、残りの 16 郡での活動はこ

れから始める段階にある。プロジェクトの阻害要因を考慮すると、これまでの達成状況は

ポジティブである。PDM5.0 で成果 5 と 6 に関する活動としてレスポンスに関する活動、及

び施設ベースとコミュニティベースのサーベイランス活動の連携が追加されたが、妥当で

ある。プロジェクト専門家及び ARHB の新たな活動へのコミットメントの高さと協力体制

を考えると、終了時点でポジティブな結果が出ることは期待される。 

 

（２）５項目評価 

 ５項目評価では妥当性は高く、一定レベルの有効性と効率性は認められる。インパクト

については上位目標の達成は自立発展性に依存しており、上位目標も PDM5.0 への変更で

改訂されているため、判断するのは時期尚早である。自立発展性については技術面では比

較的高いが、組織面では十分ではなく、全体としての自立発展性は現時点ではまだ確保さ

れていない。 
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３－６ 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

（１）プロジェクト 

１）施設ベースのサーベイランスについては、パイロット 6 郡から他の 16 郡に拡大するが、

その拡大においては、PHEM の TOT の活用など効果的な方法を追求する。 

２）対象 22 郡において報告、データ管理、分析、フィードバックの研修を保健事務所で行

っているが、定期的なモニタリングが必要である。そのため可能であれば「エ」国 C/P か

らの人材確保、あるいはローカルスタッフの追加雇用により疾病情報をモニターし、スー

パーバイズすることで、研修で学んだ知識の円滑かつ効果的な定着を図る。 

３）コミュニティベースのサーベイランスの拡大においては、モデルクラスターをいくつか

選び、そこでの活動をショーケースとして他のクラスターに広げることで効率化を図る。

４）プロジェクトで導入した KSO をプロジェクト終了後も継続し、また対象地域以外でも

広げるために、KSO の高いモティベーション確保を考える必要があり、現在試験導入して

いる衛生用品のリボルビングファンド活動の活用などを進める。 

５）供与機材の郡及び県における使用状況を確認し、活用が十分でない場合は対応策を検討

する。 

６）プロジェクトは PHEM のもとでのサーベイランス/レスポンスシステム確立の良いモデル

となり得るため、プロジェクトの進捗と成果を連邦レベル及び他ドナーへ広報する。広報

の中央からの発信に関して、本プロジェクトは地方での活動であるために JICA エチオピ

ア事務所の助力が期待される。 

 

（２）ARHB 

１）PHEM 研修にファシリテイターとして関与し、研修システムについてはリフレッシャー

研修を含めて検討するとともに、研修の準備（予算確保やトレーナー確保を含む）を行う。

２）レスポンス活動の効果的な強化のため、保健施設の整備/改修を行い、医療機材/物品の

供与、保健施設の人材確保を行う。 

３）ケベレ（村）レベルの活動を把握することが望ましい。 

４）県（ゾーン）レベルの活動を定期的にモニターし奨励する。 

５）対象県だけでなく対象県以外の県についても疾病情報を提供する。 

 

（３）県保健局 

１）コミュニティベースのサーベイランスの効率的な拡大とレスポンス活動の効果的な実施

のため、各郡からの集めた生データを活用して比較及び分析を行う。プロジェクトは各県

と定期的な会合をもち、県からのデータを入手し分析に役立てる。 

２）郡（ワレダ）レベルの活動を定期的にモニターし奨励する。 

 

（４）郡保健事務所 

１）タイムリーに県へのデータ提出（電子データまたは手書き）を進める。 

２）HEW が KSO から提出されたデータを集計し活用するとともに、郡保健事務所が HEW

からのデータを有効に活用しフィードバックを行う。 

３）HC はコミュニティと施設の仲介者の役割を果たすため、HC との連携を強化し、コミュ

ニティからの情報を得るとともにフィードバックを行う。 

４）村（ケベレ）レベルの KSO 活動を定期的にモニターし奨励する。 
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３－７ 教訓（当該プロジェクトから導き出された他の類似プロジェクトの発掘・形成、実施、

運営管理に参考となる事柄 

（１）JICA 国事務所や保健省の政策レベルとの連携により、国の保健政策へのフォローアップを

十分に行い、プロジェクトからの提言を広報などを通じて活かしていける体制を構築できる

ことが望ましい。 

 

（２）さまざまな保健政策やプログラム間の連携を行い、例えば各プログラムがコミュニティベ

ースで雇用しているボランティアについても連携して活用することが重要である。 

 

（３）「エ」国では政治的動向や国策変更などの影響を最小限にするための方策として、①サー

ベイランスプロジェクト自身を中央の連邦保健省内のプロジェクトとする、②連邦保健省に

政策アドバイザーを置き、地方現場の活動と連携させるなどを考慮する。 

 

（４）政治的動向や国策変更などの影響を最小限にするための他の方策として、そのような影響

を比較的受けにくい、的を絞った活動分野のプロジェクトの形成を考慮する。 

 

（５）頻繁な人事異動に対しては前提条件として開始当初から諸対策を講じておくことが望まし

い。 
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第１章 中間レビュー調査の概要 
 

１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

 エチオピア連邦民主共和国（以下、「エ」国と記す）では、年間約300万人が感染症に罹患して

おり、これは全罹患者数の45％を占めている。また、成人死亡の約52％、5歳未満児の死亡の73％

が感染症に起因する。死亡原因となる感染症の大部分は、早期発見と適切な治療により治癒する

ものであるが、医療サービスカバー率及び医療サービス利用率の低さと、医療サービスの質の低

さから死亡に至っている。また「エ」国は、数々の流行性感染症が頻発する地域でもある。「エ」

国は、アフリカ大陸北部を東西に覆っている髄膜炎ベルトの一部に位置し、髄膜炎のアウトブレ

ークが頻発している。また、標高差の激しい地形と気候変動により、流行性マラリアが発症する

数少ない国の一つである。 

 このような状況のなか、いつ、どこで、どのような感染症が発生しているのかを予知し、早期

発見・対応するシステムの強化が求められている。「エ」国政府は、1999年より感染症のサーベイ

ランス及び予防・治療能力の強化を目的とした「包括的感染症サーベイランスと対応」（Integrated 

Disease Surveillance and Response：IDSR）という戦略を導入している。国家レベルでは、研修マニ

ュアル、技術ガイドラインの作成や流行性感染症対応委員会を発足させるなど活発な活動が行わ

れており、IDSR実施は比較的進んでいる国であるといわれている。その一方で、郡レベルの取り

組み、及びコミュニティを巻き込んだサーベイランスの実施は進んでいない。 

 アムハラ州は、オロミア州、南部諸民族州とともにマラリア、流行性マラリア、髄膜炎の発症

地域として知られており、年間1万4,000人が感染症により死亡している。特にマラリアは、住民の

80％がマラリア浸淫地帯に居住し、年間約40万人がマラリアに罹っている（全国第2位、全国の

25％）。 

 「エ」国がIDSRを導入して以降、アムハラ州でも積極的にIDSRに取り組んでいるが、他州と同

様、郡レベルを中心とした取り組みは進んでいない。また、住民の半数以上が10km以内に医療施

設がない状況下、コミュニティから感染症発生の情報を得ることが非常に重要となるが、コミュ

ニティレベルでのサーベイランスはいまだ実施されていない。医療従事者のサーベイランスに対

する認識改善、保健行政機関と医療施設との連携強化、医療施設を利用していない住民へのアプ

ローチ、州・県・郡を結ぶ情報連絡網の整備など、課題が多く残されている。 

 かかる状況下において、アムハラ州保健局（Amhara National Regional Health Bureau：ARHB）は、

2005年4月、技術協力の要請を日本政府に対して行った。これを受けて、「アムハラ州感染症対策

強化プロジェクト」が、2008年1月から2013年1月までの5年間のプロジェクトとして形成された。

本プロジェクトは、郡（woreda：ワレダ）からコミュニティレベルのキャパシティ・デベロップ

メントに焦点を当て、施設ベースのサーベイランスとコミュニティベースのサーベイランスの構

築を図るもので、アムハラ州の11県のうち、3県（北ゴンダール、南ゴンダール、西ゴッジャム）

を対象としてモデルを確立し、将来的に州全体への拡大をめざしている。 

 なお、2009年9月にサーベイランスについての国の政策がIDSRから「公衆衛生緊急マネジメント」

（Public Health Emergency Management：PHEM）に変更され、より現実を反映した対象疾病と、コ

ミュニティの現状を取り入れる調査手法になったため、本プロジェクトもPHEMに沿う形で活動を

展開してきている。 

 今般、2008年1月のプロジェクト開始から3年近くが経過したため、残り期間のプロジェクトの
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方向性を協議するため、中間レビュー調査団を2010年11月1日から19日まで派遣した。中間レビュ

ーの目的は下記のとおり。 

（１）プロジェクトの進捗を確認し、5項目評価（妥当性、効率性、有効性、インパクト、自立発

展性）に沿って入手可能な指標、データ、レポート、ARHBの関係者との協議により達成状況

を評価する。 

（２）プロジェクト目標の達成に関する促進要因と阻害要因を明らかにする。 

（３）上記の結果に基づいてプロジェクトの今後の計画をARHBと協議し、プロジェクト･デザイ

ン･マトリックス（Project Design Matrix：PDM）を改訂する。 

（４）中間レビューの結果を共同中間レビュー報告書にまとめる。 

 

１－２ 調査団の構成と調査日程 

（１）調査団の構成は下記のとおりである。 

担 当 氏 名 所 属 

総括 牛尾 光宏 JICA人間開発部 技術審議役 

評価計画 髙橋 園子 JICA人間開発部保健第一課 主任調査役 

評価分析 諏訪 裕美 一般財団法人国際開発センター 研究員 

 

（２）調査日程は、現地期間が2010年11月1日から19日であり、詳細は下記のとおりである。 

月日 活動 

  牛尾団長 髙橋団員 諏訪団員 

10月31日 日   成田発 

11月1日 月   アジスアベバ着、JICAエチオピア事務所 

11月2日 火   バハルダールへ移動、プロジェクトオフィ

ス、ARHB、西ゴッジャム県保健局 

11月3日 水   メチャ郡保健事務所 

11月4日 木   南ゴンダールへ移動、エビナット郡保健事

務所 

11月5日 金   南ゴンダール県保健局、バハルダールへ移

動 

11月6日 土   メチャ郡ケベレ訪問 

11月7日 日 成田発  レポート作成、北ゴンダールへ移動 

11月8日 月 アジスアベバ着、JICAエチオピア

事務所 
デンビア郡ケベレ訪問、北ゴンダール県保

健局、デンビア郡保健事務所 

11月9日 火 バハルダールへ移動  

  プロジェクトオフィス、ARHB 

11月10日 水 プロジェクトオフィス  

11月11日 木 エビナット郡保健事務所、HC A、

南ゴンダール県保健局 
レポート作成 

11月12日 金 メチャ郡ケベレ訪問、メチャ郡保

健事務所、HC B、西ゴッジャン県

保健局 

レポート作成 
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月日 活動 

11月13日 土 団内協議  

  北ゴンダールへ移動 レポート作成 

11月14日 日 ケベレ訪問、デンビア郡保健事務

所、HC 

レポート作成 

11月15日 月 ARHBとの協議（PDM、PO）  

11月16日 火 ARHBとの協議（評価報告書、M/M） 

11月17日 水 団内協議   

11月18日 木 JCC、M/M署名 
アジスアベバに移動 

 

11月19日 金 在エチオピア日本大使館、JICAエチオピア事務所 

アジスアベバ発 

11月20日 土 成田着   

 

１－３ 主要面談者 

＜「エ」国側＞ 

（１）アムハラ州保健局（Amhara National Regional Health Bureau：ARHB） 

Dr. Asrat Genet Head of ARHB 

Mr. Alemayehu Mesfin PHEM Core Process Owner, ARHB 

 

（２）西ゴッジャム県保健局（West Gojjam Zonal Health Department） 

Mr. Getnet Fentie Head of West Gojjan Zonal Health Department 

 

（３）メチャ郡保健事務所（Mecha Woreda Health Office） 

Mr. Yirdaw Guday Vice Head of Mecha Woreda Health Office 

Mr. Mulugeta Alemayehu PHEM Officer of Mecha Woreda Health Office 

 

（４）南ゴンダール県保健局（South Gondar Zonal Health Department） 

Mr. Yohannes Head of South Gondar Zonal Health Department 

Mr. Tesfaye Hagos PHEM Officer of South Gondar Zonal Health Department 

 

（５）エビナット郡保健事務所（Ebinat Woreda Health Office） 

Mr. Wassie Destaw Head of Ebinat Woreda Health Office 

Mr. Balew Ameshe PHEM Officer of Ebinat Woreda Health Office 

 

（６）北ゴンダール県保健局（North Gondar Zonal Health Department） 

Mr. Temro Vice Head of North Gondar Zonal Health Department 

Mr. Gashaw Tesfahun PHEM Officer of North Gondar Zonal Health Department 
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（７）デンビア郡保健事務所（Dembia Woreda Health Office） 

Mr. Derese Fentie Head of Dembia Woreda Health Office 

Mr. Habtamu Adera PHEM Officer of Dembia Woreda Health Office 

 

＜日本側＞ 

（１）在エチオピア日本国大使館 

岸野 博之 特命全権大使 

 

（２）JICAエチオピア事務所 

太田 孝治 所 長 

晋川 眞 次 長 

吉田 友美 企画調査員（保健分野） 

 

（３）プロジェクト専門家 

松林 信幸 アムハラ州感染症対策強化プロジェクト 

 チーフアドバイザー/感染症対策専門家 

中野 久美子 アムハラ州感染症対策強化プロジェクト 

 コミュニティ・サーベイランス専門家 

橋本 麻衣子 アムハラ州感染症対策強化プロジェクト 

 業務調整/研修管理専門家 

吉武 桃子 アムハラ州感染症対策強化プロジェクト 

 人材育成/研修専門家（短期） 

 

１－４ プロジェクトの概要 

 プロジェクトの概要は、今回の中間レビューで改訂したPDM5.0に基づいてまとめると、下記の

とおりである。なお、PDM改訂については第5章で記載する。 

協力期間 2008年1月～2013年1月（5年間） 

上位目標 アムハラ州内で効果的な施設及びコミュニティを基点としたサーベイラ

ンス/レスポンスシステムが機能している。 

プロジェクト目標 対象地域で効果的な施設及びコミュニティを基点としたサーベイランス/

レスポンスシステムが機能している。 

成果 1. パイロット地域において、効果的な施設を基点としたサーベイラン

ス・システムが確立され、有効性が認められる。 

2. 確立された施設を基点としたサーベイランス・システムが、対象地域

に展開される。 

3. パイロット地域において、効果的なコミュニティを基点としたサーベ

イランス・システムが確立され、有効性が認められる。 

4. 確立されたコミュニティを基点としたサーベイランス・システムが、

対象地域に展開される。 

5. パイロット地域におけるサーベイランスデータに基づいた保健・医療

の対応能力が強化される。 

6. ファシリティー基点とコミュニティを連動させたモデルを構築する。 
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第２章 評価の方法 
 

２－１ 中間レビューの手順 

 本レビュー調査は、「新JICA事業評価ガイドライン2010年6月」に従い、以下のステップを経て

行われた。 

 

（１）評価設問の設定 

 評価設問は、主に評価5項目（「２－３ 主な調査項目」を参照）をもとにして検討された評

価のために必要な確認事項であり、本中間レビューにおける設問詳細は評価グリッドに示す。

（付属資料5） 

 

（２）必要な情報/データ入手手段の検討と収集 

 検討された各情報の入手手段及び情報源については評価グリッドに示されたとおりである

が、データ収集方法は「２－４ データ収集方法」に記す。 

 

（３）入手した情報/データをもとに、プロジェクトの現状と計画を照らし、実績・実施プロセス・

因果関係の観点から検証 

 

（４）評価５項目の各視点に基づく成果（アウトカム）を評価 

 

（５）プロジェクトの成否に影響を及ぼした要因の特定を試み、プロジェクトの残りの実施期間

の活動に対する「エ」国側及び日本側への提言の取りまとめ 

 

２－２ 中間レビューのデザイン 

 JICAの技術協力プロジェクトにおいて、PDMはプロジェクト概要と事業計画を示すツールとし

て用いられている。プロジェクト開始時に策定されたPDMは、必要に応じて実施期間中に日本側

と相手国側の同意のもとで改訂されるが、プロジェクトの評価は基本的に最新のPDMに基づいて

実施される。本プロジェクトでは2009年9月に改訂されたPDM4.5が最新のPDMとなり、本中間レ

ビュー調査もこれに基づいて評価デザインを策定した。 

 本中間レビューに先立ち、プロジェクトからはPDM4.5の改訂の必要性が指摘された。本中間レ

ビュー調査の結果を踏まえて、その必要性が関係者間で確認され、調査期間中にプロジェクト専

門家と調査団で調査結果を反映させた改訂案（PDM5.0）を作成した。「エ」国側評価者との協議を

経て合同調整委員会（Joint Coordination Committee：JCC）に提出された。JCCにおいて、PDM5.0

は合同評価レポートとともに正式に承認を受けた。PDM4.5は付属資料4、PDM5.0は付属資料2に添

付する。 

 

２－３ 主な調査項目 

 本プロジェクトの評価に適用される評価5項目の各項目の定義と代表的な評価設問は、以下のと

おりである。 
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（１）妥当性 

 妥当性とは、評価時点においてプロジェクトの目標と上位目標が示すプロジェクトの方向性

が、「エ」国の当該分野の開発政策及び日本との援助政策との整合性があるか、日本が支援を

実施する優位性及び意義があるか、ターゲットグループや関係者のニーズと合致しているかを

確認する視点である。 

（妥当性の代表的な評価設問） 

・プロジェクトは、「エ」国の感染症対策のニーズと整合性があるか？ 

・プロジェクトはアムハラ州の保健医療施設とコミュニティのニーズと合致しているか？ 

・プロジェクトの方向性はJICAの国別事業実施計画と合致しているか？ 

・当該分野に対する支援の日本による優位性は高いか？ 

 

（２）有効性 

 有効性とは、プロジェクト目標の達成可能性及びプロジェクト目標がプロジェクトの活動に

よって達成されたか（他の要因によって達成されてはいないか）を確認する視点である。また、

プロジェクトの成果（アウトプット）がプロジェクト目標の達成に貢献したかも（外部条件の

状況を含め）確認する。 

（有効性の代表的な評価設問） 

・プロジェクト目標の中間的な目標値（milestones）は達成されているか？ 

・プロジェクト目標を達成するための外部条件（プロジェクトの外側のリスク）は満たされて

いるか？ 

 

（３）効率性 

 効率性とは、プロジェクトの投入がどの程度、成果（アウトプット）の達成に貢献したかを

確認する視点であり、プロジェクトの生産性を問う視点である。量のみならず、質やタイミン

グの観点からも確認する。 

（効率性の代表的な評価設問） 

・中間評価時、各成果の指標は（どの程度）達成されているか？ 

・各活動はアウトプットの達成に十分か？ 

・投入はアウトプット達成に十分か？（機材、本邦研修、専門家（長期・短期）、現地経費、

「エ」国側負担など） 

 

（４）インパクト 

 インパクトとは、プロジェクトの直接的・間接的及び正負の波及効果である。上位目標は意

図された直接的な正のインパクトであるから、その達成可能性も確認する。（インパクトの評

価設問） 

・上位目標は達成される見込みか？ 

・上位目標を達成するための外部条件（プロジェクトの外部のリスク）は満たされているか？ 

・正負のインパクト（社会、文化、環境、技術などの視点で）が発生したか？ 
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（５）自立発展性 

 自立発展性とは、プロジェクトでもたらされた便益が、その終了後も継続するかを確認する

視点である（プロジェクトの継続性を確認する視点ではない）。将来を予測する視点であるか

ら、組織や財政、人材及び政策的なバックアップなどをもとに、継続するための要素が十分か

を検討する。 

（自立発展性の評価設問） 

・構築された感染症サーベイランス・システムはプロジェクト終了後も活用されるか？ 

・構築されたサーベイランスシステムは、プロジェクト成果を他地域へ普及させる視点に立っ

た取り組みが担保されているか？ 

・感染症サーベイランスを継続していけるか？（財政、政策、人的資源、技術などの支援から） 

・連邦保健省/ARHBは引き続き感染症サーベイランス強化を促進していくか？ 

 

２－４ データ収集方法 

 本中間レビューでは評価分析のために必要な情報/データを以下の方法で収集した。 

    

（１）既存資料の参照 

・プロジェクトの計画・実施にかかる資料 

・「エ」国及び日本による報告書及び資料 

 

（２）質問票調査 

・ARHB、県保健局、郡保健事務所 

 

（３）インタビュー 

・日本人専門家（4人）、プロジェクトローカルスタッフ（１名）、アムハラ州保健局長とPHEM

オフィサー、県保健局長とPHEMオフィサー、郡保健事務所長とPHEMオフィサー 
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第３章 プロジェクトの実績と実施プロセス 
 

３－１ 投入実績 

３－１－１ 「エ」国側投入 

（１）カウンターパート（Counterpart：C/P） 

 ARHBの6名がC/Pである。リストは付属資料1の英文合同評価報告書のAnnex VIを参照の

こと。 

 

（２）プロジェクト事務所等、施設。 

 

（３）プロジェクト事務所の水道代、光熱費。 

 

（４）討議議事録（Record of Discussions: R/D）に記載されたJICAが提供する物品以外に、プロ

ジェクトに必要な消耗品、物品。 

 

３－１－２ 日本側投入 

（１）専門家 

 現在までに、長期専門家6人、短期専門家3人が派遣されている。リストは付属資料1の英

文合同評価報告書のAnnex IIIを参照のこと。 

 

（２）C/P研修 

 現在まで、7名のC/Pが日本でのC/P研修に参加した。リストは付属資料1の英文合同評価

報告書のAnnex Vを参照のこと。 

 

（３）機材供与 

 プロジェクトの一環として供与された機材は、2010年3月まで総額1,138万円（US$140.185

相当。US$１＝JPY81.23、2010年11月のレート）となる。詳細は付属資料1の英文合同評価

報告書のAnnex IVを参照のこと。 

 

（４）在外業務強化費 

 在外業務強化費はプロジェクト開始から2009年までの実績及び2010年の予定で約3,841万

円が投入された。 

 

３－２ 活動実績 

 プロジェクトの活動は計画より遅れることはあるものの、おおむねPDMに沿った形で実施され

た。PDM4.5の成果指標に照らした活動の実績の概要は以下のとおりである。 

 

（１）成果１：「パイロット地域において、効果的な施設を基点としたサーベイランス・システム

が確立され、有効性が認められる」に対応する活動の進捗状況 

 施設のサーベイランス機能強化のために、対象地域への機材供与とともに、①基本マニュア
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ルの配布、②初期の段階では対象全ヘルスセンター（Health Center：HC）への集団研修と、パ

イロット郡における郡保健事務所とHCへ個別研修の実施、③パイロット郡保健事務所とHCへ

の個別訪問指導（問題のある施設とアクセスの悪い施設）、④保健事務所によるサーベイラン

ス事業評価のためのチェックリスト作成を行った。2009年9月に国家感染症サーベイランス・

スキームがIDSRからPHEMに変更になったことに付随し、2010年2月から6パイロット郡、県、

州のオフィサーにデータ分析、マネージメントの研修が実施された。同時にPHEMオフィサー

が使用するマニュアル、新フォームを供給した。 

 

 活動 実績 

1.1 サーベイランス・システムの現状調査

を実施する。 
・ベースライン調査を実施した。 
（2008年4～6月） 

1.2 パイロット郡を選定する。 ・パイロット6郡が選定された。 
（2008年1～2月） 

1.3 保健事務所における報告とデータ処

理・分析・フィードバック方法に関し

てより良い方法を見つけ出し、研修を

実施する。 

・パイロット6郡、県、州のIDSRオフィサー（当

時）対象にデータ分析、マネジメント研修が

行われた。（2008年12月～2009年3月、IDSR研
修6回実施、計120名） 

・ファックスとコンピューターを供与した対象

22郡向けにPC研修が行われた。（2009年10月、

PC研修2回実施、計35名） 
・IDSRからPHEM（2009年6月公示、9月施行）

に変更されたことを受けて、パイロット6郡、

県、州のオフィサーにデータ分析、マネジメ

ントの研修が実施された。（2010年2月～6月、

PHEM研修6回実施、計127名） 

1.4 保健事務所対象における感染症流行時

の対応と準備に関してより良い方法を

見つけ出し、研修を実施する。 

・対象22郡のIDSRオフィサー、HCスタッフを

対象に急性下痢症（Acute Watery Diarrhea：
AWD）の対応と準備に関する研修を州保健局

と協同で開催した。（2008年6月、AWD研修1
回実施、39名） 

・パイロット6郡に対しIDSRの疾病管理の研修

を開催した。（2008年12月～2009年3月、IDSR
研修6回実施、計120名） 

1.5 保健事務所においてデータ分析に基づ

く年間計画のモデルを作成する。 
・保健事務所が年間計画を作成するまでには至

っ て い な い が 、 Woreda Evidence Based 
Planningの枠組みの中で年間計画の作成に協

力している。 

1.6 医療従事者に対してサーベイランスに

係る研修を実施する。 
・8郡（パイロット6郡＋ブレ市、アレファ郡）

のヘルスワーカーと郡IDSRオフィサーに対

してIDSR対象疾患に関する研修が実施され

た。（2008年12月～2009年3月、IDSR研修6回
実施、計120名） 

・対象医療施設において、施設ベースの疾病情

報ファイリング、レポーティングの定期的モ

ニタリング・監督が行われている。（2008年
～現在） 



－10－ 

 活動 実績 

1.7 臨床検査技師に対して、サーベイラン

スに関連した研修を実施する。 

・対象22郡で検査能力や機器の現状アセスメン

トが実施された。（2008年12月） 

・短期専門家がHCスタッフに対し検査技術の統

一化と向上のためにトレーニングを行った。

（2008年12月、ラボラトリー研修1回実施、

25名） 

1.8 保健事務所及び医療施設において、施

設ベースのサーベイランスのモニタリ

ング・監督をする。 

・パイロット6郡の保健事務所及び医療施設に

おいてアウトブレイクの可能性の高いAWD、

髄膜炎、麻疹の定期的サーベイランスモニタ

リング・監督が実施されている。（2008年～

現在） 

・パイロット6郡の保健事務所及び医療施設に

おいて、施設ベースの疾病情報管理、ファイ

リング、レポーティングの定期的モニタリン

グ・監督が行われている。（2008年～現在） 

1.9 保健事務所及び医療施設のスタッフを

対象とした副教材を作成する。 

・パイロット6郡の保健事務所及び医療施設に

対して、IDSRからPHEMへの移行で対象疾患

が変更されたため、追加された疾患の

Temporary manualを配布した。（2010年2月～6

月） 

・パイロット6郡に、ヘルスワーカーとPHEMオ

フィサーが使用するマニュアル、新フォーム

を供給した。（2010年2月～6月） 

1.10 必要機材を供与する。（保健事務所への

コンピューター、HCへの補完的な臨床

検査機材など） 

・3郡（タクサ、シマダ、ブレ）に対し棚、6郡

に対しコピー機、コンピューター、プリンタ

ー、無停電電源装置（UPS）、ファックス機が

供与された。 

・検査機器については現在ニーズアセスメント

を実行中 

1.11 パイロット活動の評価を実施する。 ・パイロット6郡について評価が行われた。IDSR

からPHEMへの変更に伴いレポート率は大幅

に下落したため、ヘルスワーカーや保健所員

に向けてPHEMの新オリエンテーションを6

郡にて開催した。（2010年2月～6月、PHEM研

修6回実施、計537名） 

 

（２）成果２：「確立された施設を基点としたサーベイランス・システムが、対象地域に展開され

る」に対応する活動の進捗状況 

 

 パイロット6郡で確立された施設を基点としたサーベイランス・システムを22郡に展開する

活動実施のための準備が行われている。 
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 活動 実績 

2.1 対象郡を選定する。 ・対象22郡が選定された。（2008年1月） 

2.2 活動展開の方策（研修、教材、フォロ

ーアップ計画）を立てる。 
・IDSRからPHEMへの変更に伴い、必要な研修

やフォローアップ法を実施中。パイロット6
郡については終了した。 

2.3 保健事務所及び医療施設に対して研修

を実施する。 
・対象22郡の保健事務所員に対しデータ入力、

集計、分析の研修が実施された。（2009年10
月、PC研修2回実施、計35名） 

・IDSRからPHEMへの変更に伴い必要な研修や

フォローアップ法を実施中。パイロット6郡
については終了した。 

2.4 問題のある郡に対して必要なフィード

バック及び指導を行う。 
・実施予定 

2.5 必要機材を供与する。 ・対象22郡に対しコンピューター、UPS、プリ

ンター、ファックス機が供与された。 
2.6 作成した副教材、研修用教材の見直

し・修正をする。 
・現在実施中 

 

（３）成果３：「パイロット地域において、効果的なコミュニティを基点としたサーベイランス・

システムが確立され、有効性が認められる」に対応する活動の進捗状況 

 

 ヘルスシステムの末端施設であるヘルスポスト（Health Post：HP）に常駐する保健普及員

（Health Extension Worker：HEW）が中心となり、住民に対する感染症知識及び報告の重要性

について啓発することによって、感染症早期発見・迅速な報告の実現を目的としたサーベイラ

ンス・システムの構築のための活動を行った。パイロットとして2郡、各4村（kebele：ケベレ）

を選定し、各村でケベレ感染症監視員（Kebele Surveillance Officer：KSO）を選出した。KSO

からHEWへの報告方法として、リファラルカードとリファラルペーパーによって報告するシ

ステムを導入した。同時に疾病やサーベイランスに関する知識の向上のためのマニュアル・教

材を作成し、HEWやKSO、関係者に研修を実施した。月例会に参加し、コミュニティ・サー

ベイランスのモニタリング・監督を行った。 

 

 活動 実績 

3.1 コミュニティにおけるサーベイランス

活動と保健関連システムの現状調査を

実施する。 

・ベースライン調査を実施した。（2008年7月、

9月、10月） 
・受療行動調査を実施した。（2008年9月） 

3.2 パイロット郡及びケベレを選定する。 ・関係者（州保健局、県保健局、郡保健事務所）

のコンセンサスを得て、2郡、8村がパイロッ

ト地域として選定された。 
3.3 サーベイランス活動に係る方策をコミ

ュニティと共に立てる。 
・KSO選定、KSOの知識レベル（ベースライン）

調査が行われた。（2008年8月） 
・コミュニティ・サーベイランスの対象疾患を関

係者との協議のうえ決定した。（2008年8月） 
・カードシステム（メチャ郡）、リファラルペ

ーパー（デンビア郡）によるコミュニティ・

サーベイランス・システムを導入した。 



－12－ 

 活動 実績 

3.4 マニュアル・教材を作成する。 ・レポートカード、マニュアル、小冊子（英、

アムハラ語）、フリップチャートを作成した。

（2008年10年） 
3.5 HEW及び保健ボランティアに対する研

修を実施する。 
・2郡8村のHEW及び他の関係者（郡保健事務所

員、村リーダー、マネジャー）を対象に研修

が実施された。（2009年1月～2010年3月、コ

ミュニティ・サーベイランス研修2回実施、

計40名） 
・選定されたボランティアに対して、HEWと関

係者がプロジェクトオフィサーと共同で、月

例会においてコミュニティ・サーベイランス

の方法を指導した。 
3.6 コミュニティにおけるサーベイランス

活動及び感染症への対応にかかるモニ

タリング・監督をする。 

・KSOの感染症の知識レベル、月例会参加率を

含むアセスメントを実施した。（2009年6月）

・月例会での定例モニタリングを実施した。（継

続中） 
3.7 パイロット活動の評価を実施する。 ・パイロット活動の評価を実施した。（2009年

11月、12月） 

 

（４）成果４：「確立されたコミュニティを基点としたサーベイランス・システムが、対象地域に

展開される」に対応する活動の進捗状況 

 

 パイロット地域で確立されたコミュニティ・サーベイランス・システムを拡大する地域とし

て12村が選定され、郡保健事務所員、保健普及員スーパーバイザー（Health Extension Worker 

Supervisor：HES）、HEWに対する研修を行った。ただ、PHEMへの変更によるマニュアル・教

材の見直し・修正を実施しており、本格的に拡大する活動には至っていない。 

 

 活動 実績 

4.1 対象郡及びケベレを選定する。 ・拡大展開地としてパイロット郡（メチャ郡）

内の12村が選定された。 

・新たに1郡2村で、郡主導でコミュニティ・サ

ーベイランスを導入した。 

4.2 郡保健事務所に対する研修を実施する。 ・拡大展開地の郡保健事務所員、HESに対し研

修を開催した。（2010年4月、コミュニティ・

サーベイランス研修1回実施、64名） 

4.3 HEW及び保健ボランティアに対する研

修を実施する。 

・拡大展開地のHEWに対し研修を開催した。

（2010年4月、コミュニティ・サーベイラン

ス研修1回実施、64名） 

4.4 マニュアル・教材の見直し・修正をす

る。 

・現在実施中 

4.5 コミュニティにおけるサーベイランス

活動及び感染症対応にかかるモニタリ

ング・監督をする。 

・パイロット郡にて随時実施する。 
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３－３ 成果の達成度 

（１）成果１：「パイロット地域において、効果的な施設を基点としたサーベイランス・システム

が確立され、有効性が認められる」の達成状況 

 

 IDSRのもとでは、パイロット6郡は機材供与、研修等の活動を通して、ファシリティ・サー

ベイランス・システムが向上し、タイムリネス（報告が期限内になされたかを計る指標）とコ

ンプリートネス（報告が行われたかを計る指標）ともに目標をほぼ達成していた。特に、6郡

中タクサ郡、デンビア郡、メチャ郡の3郡が90％からそれ以上の月間報告を行い、タクサ郡が

95％からそれ以上のコンプリートネス、デンビア郡、メチャ郡の2郡が90％からそれ以上のタ

イムリネスに到達するまでに至った。また、同時に各郡保健事務所は、収集データを分析して、

感染症発生状況の経過、現状などを分析し、グラフや表に表すようになった。 

 しかし、2009年9月に基幹となるサーベイランス・スキームがIDSRからPHEMに変更され、

疾病報告義務が月報から週報になるとともに対象疾患も変更され、報告義務のある対象施設が

HC以上であったのが、HP以上に拡大した。しかしながら、新制度の知識の不徹底、人員の移

動、新しいレポート様式の用紙の不足などから、サーベイランスの報告実績は極端に落ち込み、

2010年4月にはパイロット6郡の指標もゼロまで低下した。プロジェクトは、まず新しいレポー

トの徹底、用紙の供給とともに、PHEM方式の研修をパイロット6郡に実施した。IDSRから

PHEMの変更は、プロジェクトにとって一時的に大きな負担であったが、指標は徐々に回復し

てきているため、モニタリング・監督の継続が必要である。 

 PDM4.5では、成果を図る指標として1-1から1-7までが設定されている。第5章で詳細は説明

するが、中間レビューの機会に行われた今回のPDMの見直しにあたって、1-4、1-5、1-6、1-7

の指標に関しては、プロジェクト介入の成果を計る適切な指標に当てはまらず削除されること

となった。他方、追加して新しい指標を設定したが、プロジェクト終了時までには、今後の活

動を通してその達成が見込める。 

 

指標 達成状況 

1-1.（報告）90％のタイムリネスと95％コンプ

リートネスで、医療施設がサーベイランス月

例報告を郡保健事務所へ提出する。 

・すべての対象郡保健事務所における、全HCか

らの月例報告は、タイムリネスとコンプリー

トネスともに向上した。（6郡中3郡が90％以上

の月例報告、6郡中1郡が95％以上のコンプリ

ートネス、2郡が90％以上のタイムリネス） 

・PHEM導入により、報告体制が月報から週報

に変わり、これら指標は大きく低下した。 

1-2.（報告）90％の医療施設が感染症の疑いを

48時間以内に郡保健事務所へ報告する。 

・対象郡において、医療施設が感染症流行の疑

いを郡保健事務所へ報告する件数は増えた。

（48時間以内かどうかは検証されていない）

1-3.（分析）90％の郡保健事務所が、重点サー

ベイランス対象疾患（例えば、マラリア、コ

レラ、髄膜炎、急性弛緩性麻痺、麻疹、新生

児破傷風）に関して、集計表・グラフ・地図

（適切なものいずれか）を保持している。 

・パイロット6郡保健事務所が、対象疾患に関

する集計表（電子データ）を保持していた。

現在州保健局・県保健局において、重要対象

疾患のデータの再整理・集計･分析をはじめ

たところである。 
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指標 達成状況 

1-4.（準備）85％の郡保健事務所がデータ分析

に基づき、感染症対策にかかる年間計画を作

成する。 

・マラリア、コレラや麻疹の流行に関する調査

は散発的に実施され、データ収集、分析はさ

れているが、これらをもとにすべての郡保健

事務所が年間計画を作成するまでには至っ

ていない。 

1-5.（準備）85％の県保健局及び郡保健事務所

が、感染症流行時に必要な薬品・備品を計算

できる（例えば、マラリア、AWD）。 

・計算能力は測定されていない。 

1-6.（調査）90％の感染症流行の疑いに対して、

調査が実施される。 

・対象郡において、感染症流行の疑いに対し郡

保健事務所が調査する頻度は増えた。（2009

年度のマラリア罹患者の増加に伴い、プロジ

ェクトは調査に同行し、データ収集・分析に

関して協力を行った。また、乳幼児破傷風の

疑いケースの調査に協力を行った） 

1-7.（対応）80％の感染症流行に関して、評価

報告書がある。 

・実施されていない。 

 

（２）成果２：「確立された施設を基点としたサーベイランス・システムが、対象地域に展開され

る」の達成状況 

 

 IDSRによるサーベイランス・システムの展開では、対象22郡（うち6郡は上記パイロット郡）

の保健事務所にコンピューター、プリンター、ファックスを整備するとともにコンピューター

基礎演習・情報処理及び分析に関する研修を実施し、疾病報告を電子データで作成することが

可能になった。しかし、サーベイランス・システムの変更に伴い、PHEMの研修が必要となり、

パイロット郡が優先されたために、中間レビューの時点でその他地域への拡大は開始されてい

ない。今般のPDMの見直しに伴って、プロジェクトの後半では対象郡に関して指導者育成研

修（Training of Trainers：TOT）で展開し、さらに新しい指標と活動を追加することで、一定の

達成が見込まれる。 

  

指標 達成状況 

成果1と同様。地域は対象22郡 ・IDSRのもとで、コンピューターとプリンター

を、対象郡に整備するとともに、コンピュー

ター基礎演習・情報処理及び分析に関するト

レーニングを開催した。 

・上記トレーニング及び現場での自己学習を促

進するために、マニュアル（英・アムハラ語）

を作成した。 

・これにより、22郡保健事務所の疾病報告につ

いて電子データで作成が可能になった。 

・報告書のコンプリートネスとタイムリネスの

達成状況は現段階では確認できない。 
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（３）成果３：「パイロット地域において、効果的なコミュニティを基点としたサーベイランス・

システムが確立され、有効性が認められる」の達成状況 

 

 すべてのパイロット郡のKSOがサーベイランスカードを月例会開催時に提出しており、指標

は達成されている。また、月例会でKSOが疾病に関する知識を得た結果、知識度テストでは80%

以上を獲得するまでに至っている。しかし、HPのHEWが、KSOから提出されたカードを集計

し、郡保健事務所に報告するという段階はまだできていないため、これからの活動に求められ

る。 

 成果を図る指標として3-1、3-2が設定されている。今回のPDMの見直しにあたって、3-1の

指標に関しては、プロジェクト介入の成果を計る、より適切な指標に変更された。また、新し

い指標と活動を追加し、それによって成果の達成が見込まれる。 

 

指標 達成状況 

3-1. 90％のパイロット村がサーベイランス月

例報告を常時かつ期限内に提出する。 

・100％のパイロット郡がサーベイランス月例

報告を常時かつ期限内に提出した。 

3-2. 80％の保健ボランティア及び他コミュニ

ティ関係者が対象疾患の簡易症状を知ってい

る。 

・メチャ郡において、KSOの対象疾患に関する

症状に関する知識度テストで80％以上をマ

ークした。 

 

（４）成果４：「確立されたコミュニティを基点としたサーベイランス・システムが、対象地域に

展開される」の達成状況 

 

 メチャ郡において、対象郡を4村から16村に拡大したことに伴い研修を実施した。しかし、

達成状況の調査は行われていない。今後の16村の拡大地域に関しては、各村への直接介入では

なく、プロジェクトによる介入単位をクラスター（1クラスターは4～5村）にし、活動の主導

は各郡の保健事務所が行い、プロジェクトは保健事務所を支援するという方法を導入する予定

である。 

 PHEMの開始により報告の義務をもつ対象施設にHPが含まれたこと、上記のように拡大手

法を変えたことを踏まえ、今般のPDMの見直しで指標を検討し、4-1、4-2の指標を、より適切

なものに変更した。また、新しい指標と活動も追加し、それによって成果の達成が見込まれる。 

 

指標 達成状況 

成果3同様。地域は対象6郡 ・メチャ郡において、対象郡を4村から16村に

拡大したことに伴い研修を実施したが､達成

状況はまだ調査していない。 

 



－16－ 

３－４ プロジェクト目標の達成度 

 「対象地域で効果的な施設及びコミュニティを基点としたサーベイランスが機能している」 

 

 「３－３ 成果の達成度」で記述したが、IDSRのもとでは、施設サーベイランスは一時、プロ

ジェクト目標の指標がほぼ達成されるまでになったが、サーベイランス・スキームの変更により

振り出しに戻った。PHEM研修が必要となり、パイロットの6郡が終了したところが中間レビュー

時点である。したがって、指標の達成度は限定的で、プロジェクトによると現状はおしなべて50%

以下である。ただし、指標はIDSRでのサーベイランス・スキームを念頭に設定されており、PHEM

では期待されるレベルまで到達するのに時間がかかっているが、徐々に向上すると推測できる。 

 ただ、PDM4.5では、プロジェクト目標の達成を「プロジェクト・サーベイランス指標」で計る

こととしている。「プロジェクト・サーベイランス指標」は、サーベイランスレポート（疾病報告）

のタイムリネスとコンプリートネスで設定されており、この指標ではレポートの提出状況しか計

れず不十分である。 

 また、「感染症サーベイランス」とは、①疾病報告と情報収集、②入手した情報の解析、③解析

結果のフィードバックと適切な対処案の計画実施の3大要素から成り立っており、そのことは

PHEMの概念にも沿っている。しかし、PDM4.5はこのうち①と②に焦点が当てられたものであり、

プロジェクト目標の効率的サーベイランス・システムという点では、③にあたる感染症疑いのケ

ースや疾病対応（レスポンス）、アウトブレークに対する予知的処置等を強化する活動がほとんど

ない。また、コミュニティ・サーベイランスで、収集したデータを集計し施設サーベイランスと

つなぐ活動が設定されていない。 

 したがって、今般のPDM改訂にあたっては、レスポンスに関する活動と施設ベースのサーベイ

ランスとコミュニティベースのサーベイランスをつなぐ活動を追加し、プロジェクト目標、指標

と活動の見直しを行った。これらはPHEMの概念に沿ったものであり、レスポンスに関する活動は

サーベイランス・システム構築に不可欠と考えられるもので、PDMの全体的なロジックに大きな

変更はない。 

 

指標 達成状況 

22対象郡中20郡以上がプロジェクトサーベイ

ランス指標の80％を満たしている。 

・PHEM方式のもと、パイロットの6郡に関して

は限定的に達成している。残り16郡に関して

は、これから活動が開始される。 
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３－５ 上位目標の達成見込み 

 「アムハラ州内で効果的な施設及びコミュニティを基点としたサーベイランスが機能している」 

 

 上位目標の達成状況は調査を行っていないが、適切な指標が設定されていないため、プロジェ

クト終了後、アムハラ州全域にプロジェクトが構築したシステムが拡大し、機能する見込みは難

しいと思われる。 

 今般のPDM5.0への改訂に伴って、上位目標の見直しも行われた。プロジェクト目標との関係、

プロジェクト目標から上位目標に至る外部条件も含めて検討し、上位目標と指標の見直しを行っ

た。特に、プロジェクト終了後、プロジェクト外の地域への拡大は、行政のコミットメントが必

須となる。プロジェクトの後半では、行政能力の強化やオーナーシップの育成を通じて、他地域

へ拡大を支援できる能力を育成するとともに、連邦保健省や他ドナーへの広報などの活動が必要

である。また、上位目標の達成状況を計る指標として、より適切な指標を設定した。PDM5.0への

変更によって、プロジェクト終了時点での上位目標の達成が期待される。 

 

 

指標 達成状況 

アムハラ州内で70％以上の郡がプロジェク

ト・サーベイランス指標の80％を満たしてい

る。 

達成状態はまだ調査していない。 

 

３－６ 実施プロセス 

 プロジェクトの活動の進捗状況をPDM 4.5と照らし合わせると、活動はほぼ計画どおり実施され

ているものの、時期的には種々の要因のため計画より遅れている。 

 

 日本側の事情として、長期専門家の交代があったが、不在期間や引き継ぎの問題で業務活動の

低下があった。 

 

 「エ」国側の事情として、プロジェクト開始当初のサーベイランス・スキームであるIDSRがPHEM

に移行し、人員配置換え（6パイロット郡中PHEMオフィサー5人が交代）、報告システムや情報入

力システムの変更があり、新担当者の能力構築のやり直しなど活動遂行や成果の継続の妨げとな

った。 

 アムハラ州は地理的に厳しい地域が多く、地理的に困難な対象地域への介入は少なくなり、成

果の達成度も低くなりがちである。また、地域のインフラの整備状況によって、サーベイランス

指標の達成度は影響を受けている。 

 プロジェクト前半の活動が対象郡保健事務所の直接介入に特化して実施されていたため、州保

健局のプロジェクトに対するオーナーシップが低い。プロジェクトの自立発展性の視点からも、

行政人材の能力強化、オーナーシップの育成が必要である。特に、州保健局のPHEMのオフィサー

2名が本邦研修に参加しており、帰国後、この2名と協調したプロジェクトの実施が期待される。 

 

 他ドナーやNGOによる縦割りプログラムキャンペーンの実施は、保健事務所、医療施設が総動

員となり、しばしば活動ができない状況になる。 
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第４章 評価結果 
 

４－１ 妥当性 

 「エ」国の保健行政政策及びJICAの事業実施計画と照らし、本プロジェクトの妥当性は高いと

いえる。 

「エ」保健セクター開発計画第4フェーズ（Health Sector Development Plan：HSDP IV）（2010/11～

20014/15、2010年5月ドラフト）の中では、小児保健、妊産婦保健、感染症対策は、継続して優先

課題として位置づけられている。感染症対策は、連邦保健省感染症対策部にPHEM課を設け、国家

感染症サーベイランス・スキームであるPHEMを取り入れて取り組んでいる。また、地域保健強化

プログラムである保健サービス普及プログラム（Health Extension Programme：HEP）も継続して実

施されており、郡レベルに焦点を当てた保健教育など予防にかかる活動を行っている。本プロジ

ェクトのコミュニティを含めたサーベイランス・システムの構築という概念は、コミュニティの

HPからの情報を含めたPHEMのサーベイランス・システムに沿ったもので、「エ」国の保健行政政

策に合致しているといえる。 

 2009年の対「エ」国事業展開計画の中で、保健分野は重要セクターの一つであり、コミュニテ

ィの資源を活用した感染症対策を支援するとある。「エ」国における寿命、健康ロスの大きな病気・

障害が感染症である。予防や早期治療は、疾病負担を軽減させるためには必須のアプローチであ

り、本プロジェクトの感染症サーベイランス・システム強化を通した感染症対策は、その方向性

において趣旨と一致している。 

 アムハラ州は人口1,900万人で、｢エ｣国全人口の25%にあたり、外来患者数の45%が感染症罹患患

者である。52%の成人死亡要因と73%の5歳以下の死亡要因が感染症による。本プロジェクトが感

染症の罹患率が高いアルハラ州で、感染症サーベイランス体制強化を実施することは、ニーズと

合致している。また、サーベイランス体制を強化することは、流行性感染症拡大を最小限に抑え

るためには必須であり、妥当性がある。 

 ただし、アムハラ州の地理的条件（広大な土地、険しい山岳）、携帯電話などのインフラの普及

の遅れなどの環境のもとで、対象地域とプロジェクトの実施期間を考慮すると、規模が大きすぎ

ると言わざるを得ず、拡大手法の工夫が必要である。 

 

４－２ 有効性 

 プロジェクトの「成果」が「プロジェクト目標」の達成に向けて貢献している点からは、本プ

ロジェクトの有効性はある程度確保されているが、目標を達成するには後半に向けて改善が求め

られる。 

 2009年3月の運営指導調査時点では、「アムハラ州のプロジェクトの対象地域におけるサーベイ

ランスシステムの基礎がかたまりつつある段階」であったが、2009年9月、基幹となるサーベイラ

ンス・スキームがIDSRからPHEMに変更されたために、2010年4月の時点にはパイロット6郡の指

標もゼロまで低下した。現在、PHEMの研修を行っており、指標の達成度は回復しつつあるが、プ

ロジェクトの進捗に影響を与えていることは事実である。 

 PDM4.5のデザインに関して、プロジェクト目標の達成度を計る指標が、「プロジェクト・サーベ

イランス指標（タイムリネスとコンプリートネス）」だけであり、この指標ではサーベイランス・

レポート（疾病報告）の提出状況は計ることができるが、本来のサーベイランスの目的である、
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感染症疑いのケースや疾病対応（レスポンス）の有無、アウトブレークに対する予知的処理が行

われたかなど、他の成果を計ることができない。 

 活動に関しては、施設サーベイランスとコミュニティ・サーベイランスは、それぞれに成果の

発現はみられるものの、双方をつなぐ活動が設定されていない。しかし、促進要因として、「エ」

国の感染症サーベイランス・スキームがPHEMに変更されたことで、施設ベースとコミュニティ・

ベースの活動をつなぎ、HPからの情報を含むシステムが導入された。それによってプロジェクト

の概念と合致することになり、目標を達成するためのこの部分の活動がより明確にしやすくなっ

た。 

 阻害要因として、構築されたサーベイランス・システムが持続性のあるものになるために必要

となる、サーベイランスによって得られた疾病情報を住民に有益に対応（レスポンス）させる仕

組みが明確につくられていないことが挙げられる。また、パイロット・モデルの拡大には、プロ

ジェクトの期間と投入を考慮すると、対象地域の規模の設定が大きく、プロジェクト目標の達成

が難しい。したがって、施設サーベイランス及びコミュニティ・サーベイランス、それぞれにつ

いて拡大する方法を工夫する必要がある。 

 中間レビュー段階において、プロジェクト目標の達成の見込みが限定的と判断されるため、後

半のプロジェクト実施と終了時のビジョンを明確にするために、プロジェクト目標と指標の見直

し、それに伴う各成果の整理が必要と確認され、PDMの改訂をすることで「エ」国側、調査団双

方が合意した。 

 

４－３ 効率性 

 「投入」が「成果」の達成にどれだけ貢献しているかの観点から効率性をみると、効率性を向

上させた要因、阻害した要因がいくつか指摘でき、総合的な判断は難しい。ただし、不必要な項

目は確認できなかった。 

 「有効性」の項目で述べたとおり、IDSRからPHEMの移行に伴い、今後のプロジェクト実施に

関して促進要因の面があるものの、対象疾患、レポート頻度、レポート内容が変更になったと同

時に、郡、県、州各レベルの大幅な人事異動があった。したがって、マニュアルや教材を修正す

るとともに、新たにPHEMの研修をすべての地域で行う必要があり、この点では結果的に投入に対

する成果は非効率的であった。 

 日本人専門家は本邦人材の確保が難しいこともあり、必ずしも適切なタイミングで投入がなさ

れていない。長期専門家の不在期間や前任との引き継ぎが不十分であったことが要因で、成果の

達成に影響が生じた。 

 情報入力・処理システムの導入に伴って、県保健局と郡保健事務所にコンピューターとファッ

クスを供与したが、ファックスに関してはほとんどのところで故障している。しかし、「エ」国で

修理、メンテナンスが難しく、結局データの報告は電話を使うことが多い。また、コンピュータ

ーについては先方のニーズに沿って業務改善につながっているところもあるが、使いこなしてい

ないところが多く、これらは後半に向けて検討が必要である。 

 コミュニティ・サーベイランス活動の中心であるKSOの活動は、開始当時より無報酬を貫いて

いる。日本人専門家やローカルスタッフが定例モニタリングで村に赴く燃料費を除き、導入時の

教育マテリアルであるマニュアルやフリップ・チャート、ポロシャツ以外の投入は発生しておら

ず、非常に効率的であるといえる。 



－20－ 

４－４ インパクト 

 中間レビュー時点では、インパクトの発現をみることは、時期尚早である。しかし、プロジェ

クトの介入によって、パイロット地域の施設サーベイランスにおける報告状況は明らかに改善さ

れてきている。また、コミュニティ・サーベイランスで、KSOが月例会の場で定期的に情報伝達

に使用するリファラルカードを提出するという仕組みが出来上がってきた。 

 正のインパクトとして、プロジェクトで組織されKSOが使用するリファラルカードが、世界保

健機関（World Health Organization：WHO）の支援のもとでARHBが実施予定としている広大な地

域を対象としたコミュニティ・サーベイランスで採用されることが決定した。 

 コミュニティ・サーベイランスの非パイロット郡保健事務所（エビナット郡）が、プロジェク

トが実施しているコミュニティ・サーベイランスを独自で拡大できる方法に工夫して、導入しつ

つある（これはクラスター方式で、逆にプロジェクトが今後16対象郡にパイロット・モデルを拡

大するにあたり、この方法を採用する予定である） 

 上位目標の達成を阻害する要因として、保健行政組織（州、県、郡）は概して人材流出、人事

異動が激しいことが挙げられる。人事異動の影響が小さくて済むような、行政能力強化を伴った

システムの構築が期待される。 

 中間レビュー時点において、本プロジェクトによる負の波及効果は確認されていない。 

 

４－５ 自立発展性 

 本プロジェクトの便益を持続するための仕組みはまだ整備途上であり、プロジェクト終了に向

けて更なる働きかけが必要である。 

 政策・制度の面では、PHEMによる感染症サーベイランスは連邦保健省、州保健局など、国家レ

ベルで取り組みが行われており、プロジェクト終了後も連邦保健省主導によるサーベイランスを

中心とした感染症対策が行われていくと予測される。 

 組織の面では、「エ」国側のサーベイランス方法は改革途中で、IDSRからPHEMに移行があった

ように数年ごとに変更があるため、変更に対応し、本プロジェクトの便益を維持できる州、県、

郡の行政の能力強化が必要である。また、構築されたサーベイランス・システムが活用され、他

地域に普及されるような取り組みはまだ行われていない。今後、施設とコミュニティをつないだ

効果的なサーベイランス・システムであることを、連邦政府や他ドナーに説明し働きかけていく

ことが重要である（他地域への展開は連邦政府のコミットメントが必須である）。 

 予算面では、アムハラ州は郡に予算の決定の権限を譲渡しているが、適切な予算の確保・配分

や適切な人材配置などの組織能力が弱く、プロジェクトからの働きかけは非常に難しい。 

 技術的な面では、パイロット郡でのコミュニティのサーベイランス・システムが構築されつつ

あり、KSOを使った情報収集はプロジェクト独自のものである。コミュニティ・サーベイランス

を無報酬でKSOに定着・普及させるには時間と工夫（プロジェクトで衛生用品のリボルディング

ファンドが試験導入されている）が必要で、プロジェクトの今後の活動に期待される。 

 

４－６ 結 論 

 中間レビュー調査団は、現地調査、プロジェクト関係者、ARHB及びその他の関係者との協議を

受けて、次のような結論を出すに至った。 
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（１）プロジェクト目標の達成状況 

 プロジェクト終了時点である2013年1月において、PDM5.0のプロジェクト目標が達成される

かどうかについては、PDM4.5から5.0の変更に伴いプロジェクト目標や指標が改訂されている

ため、判断は難しい。PDM4.5に基づくと、プロジェクト目標に関する指標はパイロット6郡で

はかなり前向きな結果が出ているが、残りの16郡での活動はこれから始める段階にある。プロ

ジェクト目標達成にかかる阻害要因、例えば頻繁なスタッフ交代、「エ」国側スタッフの能力

不足、現在の日本人長期専門家が前任から引き継いだ際に生じた混乱などを考慮すると、これ

までのプロジェクト目標の達成状況はポジティブである。PDM5.0で成果5と6に関する活動が

追加されたが、PHEMの概念に照らすとレスポンスに関する活動を含めることは必要であるた

め、妥当である。プロジェクト専門家は従来からの活動と同様に新たな活動について高いコミ

ットメントを示しており、ARHBもPDM5.0における新たな活動、変更された活動を実施して

いくことに賛同している。それらを考えると、2013年1月のプロジェクト終了時点で、プロジ

ェクト目標の達成についてポジティブな結果が出ることが期待される。 

 

（２）５項目評価 

 ５項目評価では、妥当性は高く、一定レベルの有効性と効率性は認められる。インパクトに

ついては、中間レビュー調査時点で判断するのは時期尚早である。上位目標もPDM5.0で変更

されているが、上位目標がプロジェクト終了の数年後に達成されるかどうかについては、自立

発展性に依存しているため、現時点では不透明である。自立発展性については、技術面では比

較的高いが、組織面では十分ではなく、全体としての自立発展性は現時点ではまだ確保されて

いない。 
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第５章 PDMの変更 
 

今般の中間レビューにおいて、PDMが4.5（2009年9月25日制定）から5.0に改訂された。PDM4.5

は付属資料4、PDM5.0は付属資料2を参照されたい。主な変更点は、サーベイランス・システムの

持続性確保のために、レスポンス活動を追加したこと（成果5）、施設ベースのサーベイランス（成

果1と2に関連）とコミュニティベースのサーベイランス（成果3と4に関連）をつなぐための連携

活動、すなわちHPからHCへのリファー強化とHCでのクラスターミーティング強化活動を追加し

たこと（成果6）である。サーベイランスについての国の政策は、2009年9月にIDSRからPHEMに

変更され、PHEMは施設ベースのサーベイランスとコミュニティベースのサーベイランスをつなぎ、

コミュニティレベル（HPレベル）からの報告を求めるものになった。また、レスポンス活動（感

染症発生の情報を受けて行うアクションとして、薬やワクチンやメディカルサプライの提供など

を含むもの）とサーベイランス情報のフィードバックを含むものとなった。今回のPDM4.5から5.0

の改訂は、PHEMの概念に沿ったものである。また、レスポンス活動は持続可能なサーベイランス・

システム構築に不可欠と考えられるものであることから、PDMの全体的なロジックに大きな変更

はないといえる。PDM4.5とPDM5.0の比較表を以下に示す。PDM5.0において、上位目標とプロジ

ェクト目標は、成果5と6の追加に伴い微修正しており、具体的にはサーベイランスシステムとい

う表記をサーベイランス/レスポンスシステムに修正したが、先に述べたように持続可能なサーベ

イランス・システム構築にはレスポンス活動が必要であることを考えると、より明確な表現に改

めたものとみることができる。また、今回の中間レビューを受けて、PDM5.0では指標やデータの

入手手段についてもより適切なものに修正した。さらに、成果5と6を追加したことにより、ター

ゲットグループとして医療サービス提供者を追加するとともに、投入についても長期専門家を3名

体制から4名体制に変更した。今般のPDM改訂に伴い、活動計画（Plan of Operation：PO）も改訂

した。PDM5.0に沿ったPOは付属資料3を参照されたい。 
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項目 PDM 4.5 PDM 5.0 説明 関連する変更 

上位目標 
アムハラ州内で効果的な施設及び

コミュニティを基点としたサーベ

イランスが機能している。 

アムハラ州内で効果的な施設及び

コミュニティを基点としたサーベ

イランス /レスポンスシステムが機

能している。 

修正-新しい成果5・6に
合わせレスポンスシス

テムへの言及を追加 

指標をより適切なものへ変更 

プロジェク

ト目標 

対象地域で効果的な施設及びコミ

ュニティを基点としたサーベイラ

ンスが機能している。 

対象地域で効果的な施設及びコミ

ュニティを基点としたサーベイラ

ンス /レスポンスシステムが機能し

ている。 

修正-新しい成果5・6に
合わせレスポンスシス

テムへの言及を追加 

指標をより適切なものへ変更 

成果 

1 パイロット地域において、効果

的な施設を基点としたサーベ

イランス・システムが確立さ

れ、有効性が認められる。 

1 パイロット地域において、効果

的な施設を基点としたサーベ

イランス・システムが確立さ

れ、有効性が認められる。 

変更なし 指標をより適切なものへ変更 
活動を必要性に応じ若干修正 

 
2 確立された施設を基点とした

サーベイランス・システムが、

対象地域に展開される。 

2 確立された施設を基点とした

サーベイランス・システムが、

対象地域に展開される。 

変更なし 指標をより適切なものへ変更 
活動を必要性に応じ若干修正 

 

3 パイロット地域において、効果

的なコミュニティを基点とし

たサーベイランス・システムが

確立され、有効性が認められ

る。 

3 パイロット地域において、効果

的なコミュニティを基点とし

たサーベイランス・システムが

確立され、有効性が認められ

る。 

変更なし 指標とデータの入手手段をより適切

なものに変更 

 

4 確立されたコミュニティを基

点としたサーベイランス・シス

テムが、対象地域に展開され

る。 

4 確立されたコミュニティを基

点としたサーベイランス・シス

テムが、対象地域に展開され

る。 

変更なし 指標とデータの入手手段をより適切

なものに変更 

 

  5 パイロット地域におけるサー

ベイランスデータに基づいた

保健・医療の対応能力が強化さ

れる。 

追加-より持続可能なサ

ーベイランスシステム

とするためレスポンス

に関する成果を追加 

新しい成果5の活動と指標を追加 
成果5に合わせターゲットグループに

医療サービス提供者を追加 
長期専門家を3名から4名に増加 

 

  6 ファシリティー基点とコミュ

ニティを連動させたモデルを

構築する。 

追加-成果1・2と成果3・
4をより効果的につなぐ

ために、施設とコミュニ

ティの連動モデル構築

に関する成果を追加 

新しい成果6の活動と指標を追加 
成果6に合わせターゲットグループに

医療サービス提供者を追加 
長期専門家を3名から4名に増加 
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第６章 団長総括 
 

何らかの保健政策を実行する前にその対象の実態を正確に把握することが大切であるが、感染

症の場合には同時に情報の収集・還元の迅速性も重要である。 

 

当プロジェクトの施設ベースのサーベイランス体制はコミュニティベースのそれと比較すると、

診断の正確性、上位機関への情報の迅速な提供が可能、さらにその場において治療を提供できる

点において優れたものであるが、情報の入手が受身的であることに加え、当該地域住民の同施設

への受療依存度によっては把握対象が一部に限定されている危険性がある。すなわち、サーベイ

ランス体制の一環となっていない民間医療機関や伝統医療、薬局・薬店で購入した医薬品による

自己治療の占める割合が高いと当該地域の一部の患者しか受療せず、同施設がカバーすべき地域

の実態を反映しないことになる。したがって、将来的には民間医療機関の受療動向についても把

握する体制を組み込んでいくべきであろう。また、対象疾患となっている20疾患に対して将来的

には段階的に病原体診断を実施できる体制を構築していく必要性がある。特に2012年に試行され

る改正国際保健規則（International Health Regulations：IHR）に基づき直ちに通報すべき疾患とされ

ている4疾患（天然痘、野生株由来のポリオ、SARS、新型インフルエンザ）に関しては州レベル

では困難としても国レベルでの対応を今から検討しておくべきであろう。 

 

一方、コミュニティベースのサーベイランスは、診断の正確性は捨象し、地域内での積極的な

把握と上位機関への報告を優先したもので、「エ」国とりわけアムハラ州のように経済的地理的文

化的に医療機関へのアクセスが悪い地域においては有効な手法と思われる。しかも、その担当者

が地域に根ざしたKSOであることから、簡単な知識の普及や生活習慣や環境の改善といった感染

症予防の地域での担い手となることも期待できる。また、今後も彼らの意欲をいかに持続させて

いくかが極めて重要である。 

 

プロジェクトの開始後に日本人専門家の交代や国の政策がIDSRからPHEMへと変更があったも

のの、一部の限定した地域とはいえ、地域から施設まで一体とした感染症発生情報の入手体制が

構築されつつあることは高く評価したい。そして、今次改訂したPDM5.0では、これまでの活動に

レスポンス（対応）を強化することと、対象地域を拡大するという野心的なものとなっているが、

それらすべてを当プロジェクトのみで完結できるものではなく、従来以上に他の支援組織との協

力や調整並びに州政府の自助努力が求められるところである。 
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第７章 提言と教訓 
 

７－１ 提 言 

 プロジェクトの残りの期間でプロジェクト目標の達成を確保し、プロジェクト終了後も効果的

な施設ベース及びコミュニティベースのサーベイランス/レスポンスシステムが対象地域で機能

していくことを確保するために下記の提言を行う。 

 

（１）プロジェクトに対する提言 

１）PDM5.0の活動に書かれているように、施設ベースのサーベイランスについてはパイロッ

ト6郡から他の16郡に拡大するが、その拡大においてはPHEMオフィサーに対するPHEMの

TOTの活用など、効率的な方法を追求する。 

２）対象22郡においてプロジェクトは報告、データ管理、分析、フィードバックの研修を保健

事務所で行っているが、データ入力が各対象郡で実施されているかどうか、特にパイロット

6郡以外の16郡において、定期的なモニタリングが必要である。この目的のためプロジェク

トは可能であれば「エ」国C/Pからの人材確保、あるいはローカルスタッフの追加雇用によ

り、データ入力をモニターしスーパーバイズするために各対象郡を訪問するスタッフを見つ

けることとし、それにより郡保健事務所の職員が研修で学んだ知識を円滑かつ効果的に定着

できるようにする。 

３）コミュニティベースのサーベイランス活動においては、モデルクラスターをいくつか選び、

サーベイランス･レスポンスの連携モデルをつくって、そこでの活動をショーケースとして

他のクラスターに広げることで効率的な拡大を行う。 

４）プロジェクトで導入したKSOのシステムは非常にユニークであり、プロジェクト終了後も

継続させ、対象地域以外の地域にも広げていくべきであるため、活動継続の方法を検討する

必要がある。時間のかかるプロセスではあるが、KSOの高いモティベーションを確保する方

法を考える必要があり、PDM5.0のもとで試験導入している衛生用品のリボルビングファン

ド活動（ソーシャル・マーケティング）の活用などを進める。 

５）供与機材（コンピューター、プリンター、ファックスなど）の対象郡及び県における状態

と活用状況を確認し、活用が十分でない場合は対応策を検討する。 

６）本プロジェクトはPHEMのもとでのサーベイランス/レスポンスシステム確立の良いモデ

ルとなり得るため、プロジェクトの進捗と成果を連邦レベル及び他ドナーへ広報する。

PHEMは施設ベースとコミュニティベースのサーベイランスの連携を促進しており、レスポ

ンス活動やサーベイランス結果のフィードバックを含むものである。実際にPHEMの概念に

沿ってPDM4.5から5.0への改訂を行っており、プロジェクトにとってPHEMは促進要因と捉

えられる。 

 

（２）ARHBに対する提言 

１）現在、PHEM研修はプロジェクトにより実施されているが、プロジェクト終了後はARHB

が持続的な方法で新たに雇用したスタッフ向けにPHEM研修を行う必要がある、施設ベース

及びコミュニティベースのサーベイランス・システムの持続可能性を確保するためには、

ARHBはPHEM研修にファシリテーターとして関与し、リフレッシャー研修を含む研修シス
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テムについて検討するとともに、研修の準備（予算確保やトレーナー確保を含む）を行う必

要がある。 

２）レスポンス活動は、PDM5.0でプロジェクトの活動に追加されたが、カバーできる範囲は

限られている。レスポンス活動の効果的な強化のため、ARHBは保健施設の整備・改修を行

い、医療機材・物品の供与、保健施設の医療人材やその他の人材の確保を行う必要がある。 

３）プロジェクトのプロジェクト目標達成のための阻害要因として、頻繁なスタッフ交替、保

健施設へアクセスが地理的に難しいこと、ARHBが地方部の実態を把握することが困難であ

ることなどが挙げられる。ARHBは、対象地域の村レベルの最前線の活動を月例会に参加す

るなどして把握することが望ましい。 

４）県（ゾーン）レベルの活動を定期的にモニターし奨励する。 

５）ARHBは、サーベイランス情報の提供やキャパシティ・ビルディングの実施を対象県だけ

でなく他の県にも提供すべきである。それにより対象県と非対象県の比較を行い、さらに効

率的かつ効果的な介入を検討することが可能になる。 

 

（３）県保健局への提言 

１）対象3県の県保健局には管轄郡からさまざまな生データが提出されているが、そのデータ

を県保健局は十分に活用していない。集計されたデータを各県保健局からARHBに送る際、

電子メールで送るにはデータは大きすぎるのでファックスや電話で提出されている。コミュ

ニティベースのサーベイランスの効率的な拡大とレスポンス活動の効果的な実施のために

は、管轄郡からの集めた生データは貴重な情報源であり、活用して3県の比較及び分析を行

うことが望ましい。この目的のため、プロジェクトは各県保健局に必要な技術支援を行い、

各県と定期的な会合（月例会議など）をもち、県からのデータをCD-ROMなどで入手しさら

なる分析に役立てる必要がある。 

２）郡（ワレダ）レベルの活動を定期的にモニターし奨励する。 

 

（４）郡保健事務所への提言 

１）今後のデータ分析のためには、データ入力はコンピューターを使って行うことが望ましい。

しかしタイムリーで正確な報告が必須であることから、対象22郡の郡保健事務所は電子デー

タまたは手書きで県保健局へのデータ提出を行う必要がある。 

２）KSOがリファラルカードを使って提出したデータをHEWが集計し、郡保健事務所に提出

する活動が最近始まったところである。このデータはコミュニティレベルの感染症情報とし

て非常に重要なものであるため、郡保健事務所はHEWがデータを提出するよう助言し、郡

保健事務所はHEWから提出されたデータを活用してフィードバックする必要がある。 

３）HCはコミュニティと施設の仲介者の役割を果たすため、郡保健事務所はHCとの連携を強

化し、コミュニティからの情報を郡に提供するとともにフィードバックを行う必要がある。 

４）村（ケベレ）レベルの活動を定期的にモニターし奨励する。 

 



－27－ 

７－２ 教 訓 

 本プロジェクトの経験から他のプロジェクトへの教訓として以下の点を挙げる。 

 

（１）本プロジェクトでは、IDSRからPHEMへの国のサーベイランス報告システムの変更により、

研修を再実施しなければならなくなるなど効率性に負の影響を与えたが、このことはJICA国

事務所を通じた国の保健政策への十分なフォローアップや保健省の政策レベルとの連携強化

が重要であることを示している。 

 

（２）本プロジェクトは、さまざまな保健政策やプログラム間の連携を図ることが重要であるこ

とを示している。本プロジェクトでは、PHEMと保健情報管理システム（Health Management 

Information System：HMIS）が縦割りに実施されているにもかかわらず、HMISで整備されHP

に置かれるファミリー・フォルダーはKSOの持っている担当世帯の記録に統合することも可能

であり、それによりプロジェクトの効率的な実施も可能になる。また、本プロジェクトがKSO

を導入しているのと同じように、複数の保健プログラムがコミュニティレベルで別々のボラン

ティアを雇用しているが、もしも、本プロジェクトと他の保健プログラムが同じボランティア

を活用すれば、こうしたプログラムやプロジェクトにとって効率的な実施が可能となる。 

 

（３）「エ」国では政治的動向や国策変更などがかなり頻繁にあり、そのことが地方でのプロジェ

クトの方向性や進捗に多大な影響を与えることがままある。そのような影響を最小限にするた

めの方策として、①今後は、サーベイランスプロジェクト自身を州レベルのプロジェクトでは

なく、中央の連邦保健省内のプロジェクトとする、②連邦保健省に政策アドバイザーを置き、

地方現場の活動と連携させるなどを考慮する。特に②については、連邦制とはいうものの州の

保健政策決定能力に限界があることが判明してきた。すなわち州保健局では人員配置の質・量

及び州自身への予算措置のいずれも極めて不十分である。そのために連邦保健省の指示待ちと

いうような状態が多くの場面でみられる。 

 

（４）政治的動向や国策変更などの影響を最小限にするための他の方策として、そのような影響

を比較的受けにくい、的を絞った活動分野（個々人に必須の需要のある対象：必須医薬品、予

防接種プログラム、安全な水の確保、改良種子の開発など）があり得ると考えられ、それらを

対象としたプロジェクトの形成を考慮する。 

 

（５）「エ」国では頻繁な人事異動がプロジェクト活動に大きな負の影響を与えてきた。したがっ

て、「エ」国ではこれを前提条件として開始当初から諸対策を講じておくことが望ましい。す

なわち、①POや成果においては、担当者が変更になっても対応できるように細かく項目を記

載しておく、②類似職種の人員（マラリアオフィサーなど）に共通の技能を研修してもらい、

バックアップとする、③研修内容の中に引き継ぎの手法や実践（引き継ぎのロールプレイ）を

組み込むなど影響を受けにくい体制の構築を工夫することが望ましい。 

 



付 属 資 料 

 

１．ミニッツ・合同評価報告書  

２．PDM 5.0 

３．PO（PDM 5.0用） 

４．PDM 4.5 

５．評価グリッド  

６．質問票 

 



































































































 

アムハラ州感染症対策強化プロジェクト PDM version 5.0 
 作成日 2010 年 11 月 18 日 
実 施 機 関： エチオピア国アムハラ州保健局 
対 象 地 域： アムハラ州 3 県のうち、施設ベースのサーベイランスでは 22 郡（うちパイロット 6 郡）、コミュニティベースのサーベイランスでは 6 郡（うちパイロッ

トは 2 郡） 
ﾀｰｹﾞｯﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ： 対象地域内の保健行政官及び保健・医療サービス提供者、間接裨益者：対象地域内の住民、最終裨益者：アムハラ州内の保健･医療サービス提供者及び

住民 
協 力 期 間： 2008 年 1 月 17 日～2013 年 1 月 16 日（5 年間） 
 

プロジェクト要約 指標 指標データの入手手段 外部条件 
上位目標 アムハラ州内で効果的な施設及びコ

ミュニティを基点としたサーベイラ

ンス/レスポンスシステムが機能し

ている。 

パイロットモデルを適用した郡の数 

 

  

プロジェ

クト目標 
対象地域で効果的な施設及びコミュ

ニティを基点としたサーベイランス

/レスポンスシステムが機能してい

る。 

・ 対象ワラダ２２郡のうち、８０％以上の県・郡保健事務所で、郡から州保健局に至る疾病

データ収集システムが機能している。 
・ 対象ワラダ内の、パイロットワラダ（ 郡）のクラスターモデルヘルスセンター1の７０％の

管内においてコミュニティーから州保健局に至る疾病データ収集システムが機能し、かつ

感染症対策2が機能している。 

 • 予算が確保される 
• 現在の保健政策・

重点課題が変更し

ない 

成果 1  １－１ パイロット地域の郡及び県保健事務所でサーベイランスのタイムリネスとコンプ

リートネス4が非介入地域より高い。 
郡/県保健事務所のサー

ベイランス・レポート 
  

パイロット地域3において、効果的

な施設を基点としたサーベイラン

ス・システムが確立され、有効性が

認められる。 

１－２ パイロット地域の郡及び保健事務所において、重点サーベイランス対象疾患（マラ

リア、コレラ、髄膜炎、急性弛緩性麻痺、麻疹、新生児破傷風）の集計・分析ができてい

る割合が非介入地域に比べて高い。 

 

 2 郡/県保健事務所のサー

ベイランス・レポート 
  

確立された施設を基点としたサーベ

イランス・システムが、対象地域5

に展開される。 

２－１ 対象地域の郡及び県保健事務所でサーベイランスのタイムリネスとコンプリートネ

スが非介入地域より高い。 
２－２ 対象地域の郡及び保健事務所において、重点サーベイランス対象疾患（マラリア、

コレラ、髄膜炎、急性弛緩性麻痺、麻疹、新生児破傷風）の集計・分析ができている割合

が非介入地域に比べて高い。 
２－３ 対象ワラダ２２郡のうち、８０％以上の郡保健事務所で、疾病データ収集システム

が維持される。 

 

（なし） 
 
 

                                                            
1 モデルクラスター内のクラスターヘルスセンターのこと。（１クラスターに、１クラスターヘルスセンター（タイプＢ）が設置されている） 
2 成果５に述べる。 
3  成果１（施設基点）に述べるパイロット地域＝対象地域内のパイロット６ワラダ（郡） 
4 タイムリネス:報告が期限内にされたかを計る指標。コンプリートネス：報告が行われたかを計る指標 
5 成果２（施設基点）に述べる対象地域＝対象 22 ワラダ（郡） 

Administrator
２．PDM 5.0



 

 
 3 パイロット地域6において、効果的

なコミュニティを基点としたサー

ベイランス・システムが確立さ

れ、有効性が認められる。 
 
 

３－１ パイロット地域のケベレ（村）でＫＳＯの月例会参加率が平均７５％以上である

３－２ パイロット地域のケベレの疾病報告カード報告数。 

３－３ ８０％の保健ボランティア（ＫＳＯ）が対象疾患の簡易症状を知っている。 

３－４ 月例会実施数 

３－５ パイロット地域内のＨＥＷによる患者記録簿7が記入される。 

３－６ ９割のパイロットモデルヘルスポストが、ヘルスポスト５Ｓ8チェックリストに基

づいて職場環境改善を実行する。 

郡保健事務所のサーベイラン

ス・レポート、ＨＥＷの患者記

録簿、月例会報告、リファーラ

ルペーパー、ヘルスセンターの

記録、ヘルスポスト改善チェッ

クリスト 

 

 4 確立されたコミュニティを基点と

したサーベイランス・システム

が、対象地域9に展開される。 

４－１ 対象地域でＫＳＯの月例会参加率が平均６５％以上である。 

４－２ 対象地域のＫＳＯ疾病報告カード報告数 

４－３ 月例会実施数 

４－４ モデルクラスター10管内のＨＥＷの患者記録簿が記入される。 

４－５ ＨＥＷのクラスターミーティング11参加率 

郡保健事務所のサーベイラン

ス・レポート、月例会報告、リ

ファーラルペーパー、ＨＥＷの

患者記録簿、ヘルスセンターの

記録、ヘルスポスト改善チェッ

クリスト 

 

 5 パイロット地域におけるサーベイ

ランスデータに基づいた保健・医

療の対応能力が強化される。 

５－１ 州保健局、対象県、パイロット郡でサーベイランス結果を対象地域の下部組織へ

フィードバックを毎月行う。 

５－２ 州保健局でのＰＨＥＭレスポンス部門にてＰＨＥＭ対象疾患のレスポンスプロト

コール改訂・作成数 

５－３ モデルクラスターヘルスセンターでマラリア疑い患者の９５％以上に顕微鏡検査

が行われる。 

州保健局、県保健事務所、郡保

健事務所のフィードバック記

録、州保健局ＰＨＥＭ部の関連

書類、モデルクラスターヘルス

センターの診療記録簿 

 

 6 ファシリティー基点とコミュニテ

ィーを連動させたモデルを構築す

る。 
 

６－１ ＨＥＷ（ヘルスエクステンションワーカー）によるリファラルペーパーの発行数

６－２ リファーされた患者が実際にモデルヘルスセンターに行く数 
６－３ リファーされたマラリア疑い患者がモデルヘルスセンターで、適切な診断・治療

を受けた数 
６－４ モデルヘルスセンターにおけるクラスターミーティングの開催数 
６－５ １村につき少なくとも一人のＨＥＷがクラスターミーティングへ参加する率が

８０％を維持する。 
６－６ 郡オフィサーのクラスターミーティング参加数 

疾病報告書、月例会報告、リフ

ァ ー ラ ル ペ ー パ ー 

ヘルスセンターの記録、トレー

ニング報告書、クラスターミー

ティングの議事録 

 
 

 

  投入 保健人材の離

職率が増加し

ない。 

活動 （次ページ参照） 

日本側 
• 長期専門家（４名） 
• 短期専門家（２－５名） 
• 機材供与 
• 研修（国内、本邦、第３国） 

エチオピア側 
• カウンターパートの配置 
• プロジェクト事務所の設置（州保健局内）

• 機材の免税措置、通関手続き 
• 必要物品の調達 

エチオピア側 
• カウンターパートの配置 
• プロジェクト事務所の設置

（州保健局内） 
• 機材の免税措置、通関手続き

• 必要物品の調達 

前提条件 
深刻な経済破

綻が起こらな

い 
 

                                                            
6 成果３(コミュニティー基点)に述べるパイロット地域＝パイロット２ワラダ（郡） 
7 ＨＰに 1 冊配布し、ＨＥＷｓが治療した患者とリファーした患者を記述する。 
8  日本の産業界から始まった業務改善のためのマネジメントツール。５Ｓ：整理･整頓・清潔･清掃・しつけ 
9 成果４(コミュニティー基点)に述べる対象地域＝対象６郡内の選択されたクラスター及びケベレ（村） 
10 各対象郡におき、１クラスター（行政単位：４～５村が 1クラスターを構成する）をモデルとして選択する。 
11 クラスターヘルスセンターで開催される月例会議で、郡保健所員、ＨＥＷ、ヘルスセンタースタッフが参加する。 



 

 
成果１ 
パイロット地域において、効果的な施設を基点としたサ
ーベイランス・システムが確立され、有効性が認められ
る。 
 
1.1 サーベイランス・システムの現状調査を実施する。 

1.2 パイロット郡を選定する。 
1.3 保健事務所における報告とデータ処理・分析・フィ

ードバック方法に関してより良い方法を見つけ出
し、研修を実施する。 

1.4 保健事務所対象における感染症流行時の対応と準備
に関してより良い方法を見つけ出し、研修を実施す
る。 

1.5 パイロット郡において、年間ＰＨＥＭ計画モデルの
策定をサポートする。 

1.6 医療従事者に対してサーベイランスに係る研修を実
施する。 

1.7 保健事務所及び医療施設において、施設ベースのサー
ベイランスのモニタリング・監督をする。 

1.8 保健事務所及び医療施設のスタッフを対象とした副
教材を作成する。 

1.9 必要機材を供与する。（保健事務所へのコンピュー
ター、など） 

1.10 パイロット郡で、ＰＨＥＭへの変更に伴う問題をア
セスメントし、研修を実施する。 
 

 
成果２ 
確立された施設を基点としたサーベイランス・システム
が、対象地域に展開される。 
2.1 対象郡を選定する。 

2.2 活動展開の方策（研修、教材、フォローアップ計
画）を立てる。 

2.3 保健事務所及び医療施設に対して研修を実施する。 
2.4 対象郡に対して必要なフィードバック及び指導を行

う。 

2.5 必要機材を供与する。 
2.6 作成した副教材、研修用教材の見直し・修正をす

る。 
2.7 対象県・郡ＰＨＥＭオフィサーに、ＰＨＥＭ ＴＯＴ

トレーニングを実施する。 
 
 
成果３ 
パイロット地域において、効果的なコミュニティを基点
としたサーベイランス・システムが確立され、有効性が
認められる。 
 
3.1 コミュニティにおけるサーベイランス活動と保健関

連システムの現状調査を実施する。 

3.2 パイロット郡及びケベレを選定する。 
3.3 サーベイランス活動に係る方策をコミュニティと共

に立てる。 

3.4 マニュアル・教材を作成する。 
3.5 ヘルス・エクステンション・ワーカー及び保健ボラ

ンティアに対する研修を実施する。 
3.6 ＫＳＯがサーベイランス活動を行い、ＨＥＷに疑い

患者をリファーする。 
3.7 ＨＥＷがリファラル患者を含んだ患者記録簿を記録

する。 
3.8 ＫＳＯの対象疾患の簡易症状の知識度テストを実施

する。 
3.9 ヘルスポスト５Ｓチェックリストを作成する。  

3.10 ヘルスポスト５Ｓチェックリストの使用法をＨＥＷ

に指導し、パイロットヘルスポストに貼り付ける。 
3.11 コミュニティにおけるサーベイランス活動及び感染

症への対応に係るモニタリング・監督をする。 
3.12 コミュニティーモービライゼーションの活動(衛生に

関する製品のリボルビングファンドシステム等)を考

案・試行する。 
3.13 パイロット活動の評価を実施する。 
 
 
成果４ 

確立されたコミュニティを基点としたサーベイランス・

システムが、対象地域に展開される。 
 
4-1 対象郡及びケベレを選定する。 
4.2 郡保健事務所に対する研修を実施する。 
4.3 ヘルス・エクステンション・ワーカー及びＫＳＯｓ

に対する研修を実施する。 
4.4 マニュアル・教材の見直し・修正をする。 
4.5 ＫＳＯがサーベイランス活動を行い、ＨＥＷに疑い

患者をリファーする。 
4.6 ＨＥＷが患者記録簿を記録する。 
4.7 コミュニティにおけるサーベイランス活動及び感染

症対応に係るモニタリング・監督をする。 
 
 
成果５ 

パイロット地域におけるサーベイランスデータに基づい

た保健・医療の対応能力が強化される。 
5.1 州保健局はサーベイランス結果・集計を月報として

３パイロット県にフィードバックする。 
5.2 ３パイロット県の県保健部は自県のサーベイランス

結果・集計を月報として６パイロット郡にフィード

バックする。 
5.3 ６パイロット郡は自郡のサーベイランス結果・集計

を月報としてモデルクラスターヘルスセンターへフ

ィードバックする。 
5.4 州保健局ＰＨＥＭ部でＰＨＥＭ対象疾患の現行レス

ポンスプロトコールを調査する。 
5.5 州保健局ＰＨＥＭ部でＰＨＥＭ対象疾患の現行レス

ポンスプロトコールを改訂もしくは作成する。 
5.6 県保健部マラリアオフィサーが、郡保健事務所のマ

ラリア薬を郡内のマラリア流行地域・非流行地域に

わけて配分するプロトコールを作成・指導する。 
5.7 対象地域のヘルスセンターの検査室機能現状調査を

行う。 
5.8 モデルクラスターヘルスセンターを選択する。 
5.9 モデルクラスターヘルスセンターにて、維持可能で

有効な検査項目を調査する。 
5.10 クラスターヘルスセンターにて維持可能で有効な検

査に必要な検査機器を整備する。 
5.11 モデルクラスターヘルスセンターにて維持可能で有

効な検査に必要な試薬管理と検査技術、検査機器維

持について研修を行う。 
5.12 モデルクラスターヘルスセンターの、顕微鏡による

マラリア検査を励行する。 
5.13 モデルヘルスポストで、ＲＤＴによるマラリア検査

を励行する。 
5.14 対象郡におけるモデルクラスターヘルスセンターと

その管内のヘルスポストの治療薬の出納管理体制を

調査する。 



 

 

成果６ ファシリティー基点とコミュニティーを連動さ

せたモデルを構築する。 

 
6.1 モデルクラスターヘルスセンター管下にリファラル

ペーパーを用いたリファラルシステムを作成・導入

する。 
6.2 モデルクラスターにおいて、クラスターミーティン

グの定期的開催を促進する。 
6.3 クラスターミーティングにて、ＨＥＷと郡保健事務

所員の参加を促進する。 
6.4 モデルクラスターヘルスセンターに届いたリファラ

ルペーパーに、リファーされた患者への対処をメモ

し、ヘルスセンタースタッフが保存する。(個人的フ

ィードバック) 
6.5 クラスターミーティングにて、リファーされた患者

の報告をＨＣスタッフがＨＥＷにフィードバックす

る。(組織的フィードバック) 
 
 

 

 



5-year Plan of Operation: Amhara Regional Infectious Disease Surveillance (AmRids) Project
                                                                                                                                                                                                                                                        PDM 5.0    November 18th, 2010 2013

1.. 4.. 7.. 10.. 1.. 4.. 7.. 10.. 1.. 4.. 7.. 10.. 1.. 4.. 7.. 10.. 1.. 4.. 7.. 10.. 1..
成果１パイロット地域において、効果的な施設を基点としたサーベイランス・システムが確立され、有効性が認められる。

1-1 サーベイランス・システムの現状調査を実施する。

1-2 パイロット郡を選定する。

1-3 保健事務所における報告とデータ処理・分析・フィードバック方法に関してより良い方法を見つけ出し、研修を実施する。

1-4 保健事務所対象における感染症流行時の対応と準備に関してより良い方法を見つけ出し、研修を実施する。

1-5 パイロット郡において、年間ＰＨＥＭ計画モデルの策定をサポートする。

1-6 医療従事者に対してサーベイランスに係る研修を実施する。

1-7 保健事務所および医療施設において、施設ベースのサーベイランスのモニタリング・監督をする。

1-8  保健事務所および医療施設のスタッフを対象とした副教材を作成する。

1-9 必要機材を供与する（保健事務所へのコンピューター、など）。 Fax, comp Comp
1-10 パイロット郡で、ＰＨＥＭへの変更に伴う問題をアセスメントし、研修を実施する。

成果２　確立された施設を基点としたサーベイランス・システムが、対象地域に展開される。

2-1 対象郡を選定する

2-2 活動展開の方策（研修、教材、フォローアップ計画）を立てる。

2-3 Health offices Health facilities Health facilities
2-4
2-5 Fax Comp
2-6
2-7
成果３パイロット地域において、効果的なコミュニティを基点としたサーベイランス・システムが確立され、有効性が認められる。

3-1 コミュニティにおけるサーベイランス活動と保健関連システムの現状調査を実施する。

3-2 パイロット郡およびケベレを選定する。

3-3
3-4 マニュアル・教材を作成する。

3-5
3-6
3-7
3-8
3-9

3-10 ヘルスポスト５Ｓチェックリストの使用法をＨＥＷに指導し、パイロットヘルスポストに貼り付ける。

3-11 コミュニティにおけるサーベイランス活動および感染症への対応に係るモニタリング・監督をする。

3-12
3-13 パイロット活動の評価を実施する。

成果４　確立されたコミュニティを基点としたサーベイランス・システムが、対象地域に展開される。

4-1 対象郡およびケベレを選定する

4-2 郡保健事務所に対する研修を実施する。

4-3
4-4
4-5
4-6 ＨＥＷが患者記録簿を記録する。

4-7 コミュニティにおけるサーベイランス活動および感染症対応に係るモニタリング・監督をする。

成果５ パイロット地域におけるサーベイランスデータに基づいた保健・医療の対応能力が強化される。

5-1 州保健局はサーベイランス結果・集計を月報として３パイロット県にフィードバックする。

5-2 ３パイロット県の県保健部は自県のサーベイランス結果・集計を月報として6パイロット郡にフィードバックする。

5-3 ６パイロット郡は自郡のサーベイランス結果・集計を月報としてモデルクラスターヘルスセンターへフィードバックする。

5-4 州保健局ＰＨＥＭ部でＰＨＥＭ対象疾患の現行レスポンスプロトコールを調査する。

5-5 州保健局ＰＨＥＭ部でＰＨＥＭ対象疾患の現行レスポンスプロトコールを改訂もしくは作成する。

5-6 県保健部マラリアオフィサーが、郡保健事務所のマラリア薬を郡内のマラリア流行地域・非流行地域にわけて配分するプロトコールを作成・指導する。

5-7 対象地域のヘルスセンターの検査室機能現状調査を行う。

5-8 モデルクラスターヘルスセンターを選択する。

5-9 モデルクラスターヘルスセンターにて、維持可能で有効な検査項目を調査する。

5-10
5-11
5-12
5-13
5-14 対象郡におけるモデルクラスターヘルスセンターとその管内のヘルスポストの治療薬の出納管理体制を調査する。

6-1
6-2
6-3
6-4
6-5 クラスターミーティングにて、リファーされた患者の報告をＨＣスタッフがＨＥＷにフィードバックする。(組織的フィードバック)
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ＫＳＯがサーベイランス活動を行い、ＨＥＷに疑い患者をリファーする。

ヘルス・エクステンション・ワーカーおよび保健ボランティアに対する研修を実施する。

サーベイランス活動に係る方策をコミュニティと共に立てる。

モデルクラスターヘルスセンターの、顕微鏡によるマラリア検査を励行する。

ヘルス・エクステンション・ワーカーおよびＫＳＯｓに対する研修を実施する。

マニュアル・教材の見直し・修正をする。

コミュニティーモービライゼーションの活動(衛生に関する製品のリボルビングファンドシステム等)を考案・試行する。

ヘルスポスト５Ｓチェックリストを作成する。

ＫＳＯの対象疾患の簡易症状の知識度テストを実施する。

ＨＥＷがリファラル患者を含んだ患者記録簿を記録する。

モデルヘルスポストで、ＲＤＴによるマラリア検査を励行する。

モデルクラスターヘルスセンター管下にリファラルペーパーを用いたリファラルシステムを作成・導入する。

モデルクラスターにおいて、クラスターミーティングの定期的開催を促進する。

ＫＳＯがサーベイランス活動を行い、ＨＥＷに疑い患者をリファーする。

クラスターミーティングにて、ＨＥＷと郡保健事務所員の参加を促進する。

モデルクラスターヘルスセンターに届いたリファラルペーパーに、リファーされた患者への対処をメモし、ヘルスセンタースタッフが保存する。(個人的フィードバック)

保健事務所および医療施設に対して研修を実施する。

必要機材を供与する。

作成した副教材、研修用教材の見直し・修正をする。

対象県・郡ＰＨＥＭオフィサーに、ＰＨＥＭＴＯＴトレーニングを実施する。

   対象郡に対して必要なフィードバックおよび指導を行う。

成果６　ファシリティー基点とコミュニティーを連動させたモデルを構築する。

クラスターヘルスセンターにて維持可能で有効な検査に必要な検査機器を整備する。

モデルクラスターヘルスセンターにて維持可能で有効な検査に必要な試薬管理と検査技術、検査機器維持について研修を行う。
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アムハラ州感染症対策強化プロジェクト PDM version 4.5 
 作成日 2009 年 9 月 
実 施 機 関： エチオピア国アムハラ州保健局 
対 象 地 域： アムハラ州 3 県のうち、施設ベースのサーベイランスでは 22 郡（うちパイロット 6 郡）、コミュニティベースのサーベイランスでは 6 郡（うちパイロット

は 2 郡） 
ﾀｰｹﾞｯﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ： 対象地域内の保健サービス提供者、間接裨益者：対象地域の住民、最終裨益者：アムハラ州内の保健サービス提供者及び住民 
協 力 期 間： 2008 年 1 月～2013 年 1 月（5 年間） 
 

プロジェクト要約 指標 指標データの入手手段 外部条件 
上位目標 アムハラ州内で効果的な施設及びコミ

ュニティを基点としたサーベイランス

が機能している。 

アムハラ州内で 70%以上の郡がプロジェクトサーベイランス指数*の 80％を満た

している。 

 

 

22 対象郡中 20 郡以上がプロジェクトサーベイランス指数*の 80％を満たしてい

る。 

 プロジェ

クト目標 
対象地域で効果的な施設及びコミュニ

ティを基点としたサーベイランスが機

能している。   

• 予算が確保される 
• 現在の保健政策・重点課

題が変更しない 

成果 1 1-1 （報告）90％のタイムリネスと 95％コンプリートネス1で、医療施設がサー

ベイランス月例報告を郡保健事務所へ提出する。 
郡保健事務所のサーベイラ

ンス・レポート 
  1-2 （報告）90％の医療施設が感染症流行の疑いを 48 時間以内に郡保健事務所

へ報告する。 
郡保健事務所のサーベイラ

ンス・レポート 
  1-3 （分析）90％の郡保健事務所が、重点サーベイランス対象疾患（例えば、

マラリア、コレラ、髄膜炎、急性弛緩性麻痺、麻疹、新生児破傷風）に関

して、集計表・グラフ・地図（適切なものいずれか）を保持している。 

郡保健事務所での確認 

 1-4 （準備）85％の郡保健事務所がデータ分析に基づき、感染症対策に係る年

間計画を作成する。 
郡保健事務所での確認 

 1-5 （準備）85％の県保健事務所及び郡保健事務所が、感染症流行時に必要な

薬品・備品を計算できる（例えば、マラリア、急性下痢症）。 
県及び郡保健事務所での確

認 
 1-6 （調査）90％の感染症流行の疑いに対して、調査が実施される。 郡保健事務所のサーベイラ

ンス・レポート 
 

 

パイロット地域において、効果的な施

設を基点としたサーベイランス・シス

テムが確立され、有効性が認められ

る。 

 

 

 

1-7 （対応）80％の感染症流行に関して、評価報告書がある。 郡保健事務所のサーベイラ

ンス・レポート 
2 （成果 1 と同様） 

  

確立された施設を基点としたサーベ

イランス・システムが、対象地域に

展開される。 

（成果 1 と同様。地域は対象 22 郡） 

 

（なし） 
 
 

                                                            
1 Timeliness：報告が期限内にされたかを計る指標。Completeness：報告が行われたかを計る指標 
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 3 3-1 90％のパイロット・ケベレがサーベイランス月例報告を常時かつ期限内に

提出する。 
郡保健事務所のサーベイラ

ンス・レポート 
  

パイロット地域において、効果的な

コミュニティを基点としたサーベイ

ランス・システムが確立され、有効

性が認められる。 
3-2 80％の保健ボランティア及び他コミュニティ関係者が対象疾患の簡易症状

を知っている。 
聞き取り調査 

 

4 （成果 3 と同様） 

  

確立されたコミュニティを基点とし

たサーベイランス・システムが、対

象地域に展開される。 

（成果 3 同様。地域は対象 6 郡） 

 

 

  投入 保健人材の離職率が増加し

ない。 

前提条件 

活動 （次ページ参照） 
 日本側 

• 長期専門家 （3 名） 
• 短期専門家 （2－5 名） 
• 機材供与 
• 研修（国内、本邦、第 3 国） 

エチオピア側 
• カウンターパートの配置 
• プロジェクト事務所の設置（州保健

局内） 
• 機材の免税措置、通関手続き 
• 必要物品の調達 

 

深刻な経済破綻が起こらな

い。 

*サーベイランスの主要な指標を組み合わせた指数をプロジェクトで開発する。 
 
 
 



 

 
活動 
 
成果 1 
パイロット地域において、効果的な施設を基点としたサー

ベイランス・システムが確立され、有効性が認められる。

 

 

1.1 サーベイランス・システムの現状調査を実施する。 

1.2 パイロット郡を選定する。 

1.3 保健事務所における報告とデータ処理・分析・フィー

ドバック方法に関してより良い方法を見つけ出し、研

修を実施する。 

1.4 保健事務所対象における感染症流行時の対応と準備に

関してより良い方法を見つけ出し、研修を実施する。

1.5 保健事務所においてデータ分析に基づく年間計画のモ

デルを作成する。 

1.6 医療従事者に対してサーベイランスに係る研修を実施

する。 

1.7 臨床検査技師に対して、サーベイランスに関連した研

修を実施する*。 

1.8 保健事務所及び医療施設において、施設ベースのサー

ベイランスのモニタリング・監督をする。 

1.9 保健事務所及び医療施設のスタッフを対象とした副教

材を作成する。 

1.10 必要機材を供与する（保健事務所へのコンピュータ

ー、ヘルスセンターへの補完的な臨床検査機材な

ど）。 

1.11 パイロット活動の評価を実施する。 

 

 
成果 2 
確立された施設を基点としたサーベイランス・システム

が、対象地域に展開される。 
 

 
2.1 対象郡を選定する。 

2.2 活動展開の方策（研修、教材、フォローアップ計画）

を立てる。 

2.3 保健事務所及び医療施設に対して研修を実施する。 

2.4 問題のある郡に対して必要なフィードバック及び指導

を行う。 

2.5 必要機材を供与する。 

2.6 作成した副教材、研修用教材の見直し・修正をする。

 

 
成果 3 
パイロット地域において、効果的なコミュニティを基点と

したサーベイランス・システムが確立され、有効性が認め

られる。 
 

 

3.1  コミュニティにおけるサーベイランス活動と保健関連

システムの現状調査を実施する。 

3.2 パイロット郡及びケベレを選定する。 

3.3 サーベイランス活動に係る方策をコミュニティと共に

立てる。 

3.4 マニュアル・教材を作成する。 

3.5 ヘルス・エクステンション・ワーカー及び保健ボラン

ティアに対する研修を実施する。 

3.6 コミュニティにおけるサーベイランス活動及び感染症

への対応に係るモニタリング・監督をする。 

3.7 パイロット活動の評価を実施する。 

 
 
成果 4 

確立されたコミュニティを基点としたサーベイランス・シ

ステムが、対象地域に展開される。 
 

 

4-1 対象郡及びケベレを選定する。 

4.2 郡保健事務所に対する研修を実施する。 

4.3 ヘルス・エクステンション・ワーカー及び保健ボラン

ティアに対する研修を実施する。 

4.4 マニュアル・教材の見直し・修正をする。 

4.5 コミュニティにおけるサーベイランス活動及び感染症

対応に係るモニタリング・監督をする。 

 

 
* この活動に関しては、他活動のように、段階を経た展開

を行わない。初めから、全対象郡を対象とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



評価項目 判断基準 必要なデータ

主設問 副設問
資料レ
ビュー

質問票・インタ
ビュー/カウンター
パート等

プロジェ
クト

感染症対策の必要性を記載した政策文
書はあるか？

保健省政策との整合性 感染症対策政策 ○

保健省は、本プロジェクト以外にも
「感染症対策の強化」を促進している
か？

エ国の自助努力の度合 保健省の施策 ○ ○州MOH

アムハラ州における感染症対策体制の
需要は高いか？

需要の度合 州保健局等の意見 ○州MOH ○

施設とコミュニティは、感染症対策体
制を強化したいと考えているか？

体制強化への要望 州保健局等の意見
○州、県MOH/サー
ビス提供者

プロジェクトは保健サービス提供者
のニーズと合致しているか？

保健サービス提供者は、感染症サーベ
イを必要と考えているか？

保健サービス提供者の感染症対策体
制への希望

保健サービス提供者の意見
○州、県MOH/サー
ビス提供者

援助政策との整合性 JICAの国別事業実施計画 ○

選定されたアムハラ州は、エ国の感
染症対策強化の適切なターゲット
か？

アムハラ州はエ国の感染症対策におい
て適切な役割を担っているか？

実施地域選定の適切性 感染症対策における対象地域の役割 ○州MOH ○

選択された対象地域はアムハラ州の
感染症対策の強化に適切なサイト
か？

対象地域は、感染症対策において適切
な役割を担っているか？

対象地域選定の適切性
感染症対対策における対象地域の役
割、規模、男女比

○州MOH ○

開発課題に対する効果を上げる戦略
として適切か？

プロジェクトは、感染症対策において
他の援助機関との援助協調があるか？

他案件との相乗効果 他援助機関の動向
○州、県MOH、
WHO、UNICEF等

○

プロジェクト環境の整合 プロジェクト関係者の意見
○州、県MOH/サー
ビス提供者

○

感染症対策の強化において日本のプレ
ゼンスは高いか？

日本の影響力 利害関係者の意見 ○
○州、県MOH、
WHO,UNICEF等

日本はエ国の感染症対策を支援するに
十分な経験と技量を持ち合わせている
か？

経験と技量 ○
○州、県MOH、
WHO,UNICEF等

プロジェクト目標の中間的な目標値
（milestones)は達成されているか？

22対象郡中20郡以上がプロジェクト
サーベイランス指標の80%を満たしてい
る。

計画と実績の比較 計画と実績 ○ ○州・県MOH ○

プロジェクト目標は達成される見込
みはあるか？

プロジェクトの達成を阻害する要因は
あるか？

計画と実績の比較 計画と実績の比較 ○ ○州・県MOH ○

妥当性

有効性

プロジェクトはエ国の感染症対策政
策のニーズと整合性があるか？

プロジェクトはアムハラ州のニーズ
と合致しているか？

当該分野に対する支援の日本による
優位性は高いか？

データ収集方法評価設問

プロジェクトの方向性はJICAの国別事業実施計画と合致しているか？

事前評価以降、プロジェクトを取り巻く環境は変化したか？
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評価項目 判断基準 必要なデータ

主設問 副設問
資料レ
ビュー

質問票・インタ
ビュー/カウンター
パート等

プロジェ
クト

プロジェクト目標の指標は、プロ
ジェクト目標の達成を端的に示して
いるか？

「22対象郡中20郡以上がプロジェクト
サーベイランス指標の80%を満たしてい
る。」で、プロジェクト目標の達成を
計ることができるか？
サーベイランスが機能していることを
どのように確認するのか？

プロセスの説明 プロジェクト関係者の解釈 ○ ○州・県MOH ○

プロジェクト目標を達成するための
外部条件（プロジェクトの外側のリ
スク）は満たされているか？

保健人材の離職率が増加しない。 論理の確認 リスク/外部条件 ○ ○州・県MOH ○

成果１：
1-1（報告）90%のタイムリネスと95%コ
ンプリートネスで、医療施設がサーベ
イランス月例報告を郡保健事務所へ提
出する。

計画と実績の比較 PDMとアウトプットの実績 ○ ○州・県MOH ○

1-2（報告）90%の医療施設が感染症の
疑いを48時間以内に郡保健事務所へ報
告する。

○ ○州・県MOH ○

1-3（分析）90%の郡保健事務所が、重
点サーベイランス対象疾患（例えば、
マラリア、コレラ、髄膜炎、急性弛緩
性麻痺、麻疹、新生児破傷風）に関し
て、集計表・グラフ・地図（適切なも
のいづれか）を保持している。

○ ○州・県MOH ○

1-4（準備）85%の郡保健事務所がデー
タ分析に基づき、感染症対策に係る年
間計画を作成する。

○ ○州・県MOH ○

1-5 (準備）85%の県保健事務所及び郡
保健事務所が、感染症流行時に必要な
薬品・備品を計算できる（例えば、マ
ラリア、急性下痢症）。

○ ○州・県MOH ○

1-6（調査）90%の感染症流行の疑いに
対して、調査が実施される。

○ ○州・県MOH ○

1-7 (対応）80%の感染症流行に関し
て、評価報告書がある。

○ ○州・県MOH ○

成果2：
2-1（報告）90%のタイムリネスと95%コ
ンプリートネスで、医療施設がサーベ
イランス月例報告を郡保健事務所へ提
出する。

○ ○州・県MOH ○

評価設問 データ収集方法

有効性

中間評価時、各成果の指標は（どの
程度）達成されているか？

効率性



評価項目 判断基準 必要なデータ

主設問 副設問
資料レ
ビュー

質問票・インタ
ビュー/カウンター
パート等

プロジェ
クト

2-2（報告）90%の医療施設が感染症の
疑いを48時間以内に郡保健事務所へ報
告する。

計画と実績の比較 PDMとアウトプットの実績 ○ ○州・県MOH ○

2-3（分析）90%の郡保健事務所が、重
点サーベイランス対象疾患（例えば、
マラリア、コレラ、髄膜炎、急性弛緩
性麻痺、麻疹、新生児破傷風）に関し
て、集計表・グラフ・地図（適切なも
のいづれか）を保持している。

○ ○州・県MOH ○

2-4（準備）85%の郡保健事務所がデー
タ分析に基づき、感染症対策に係る年
間計画を作成する。

○ ○州・県MOH ○

2-5 (準備）85%の県保健事務所及び郡
保健事務所が、感染症流行時に必要な
薬品・備品を計算できる（例えば、マ
ラリア、急性下痢症）。

○ ○州・県MOH ○

2-6（調査）90%の感染症流行の疑いに
対して、調査が実施される。

○ ○州・県MOH ○

2-7 (対応）80%の感染症流行に関し
て、評価報告書がある。

○ ○州・県MOH ○

成果3:
3-1 90%のパイロット・ケベレがサーベ
イランス月例報告を常時かつ期限内に
提出する。

○ ○州・県MOH ○

3-2 80%の保健ボランティア及び他コ
ミュニティ関係者が対象疾患の簡易症
状を知っている。

○ ○州・県MOH ○

成果4:
4-1 90%のパイロット・ケベレがサーベ
イランス月例報告を常時かつ期限内に
提出する。

○ ○州・県MOH ○

4-2 80%の保健ボランティア及び他コ
ミュニティ関係者が対象疾患の簡易症
状を知っている。

○ ○州・県MOH ○

計画と実績の比較 PDMとアウトプットの実績、外部条件 ○ ○州・県MOH ○

活動からアウトプットに至るまでの
外部条件は、現時点においても正し
いか？
外部条件による影響はないか？

保健事務所の大きな人事異動がない。 計画と実績の比較 PDMとアウトプットの実績、外部条件 ○ ○州・県MOH ○

データ収集方法

アウトプットの達成への促進・阻害要因はあったか？

評価設問

中間評価時、各成果の指標は（どの
程度）達成されているか？

効率性



評価項目 判断基準 必要なデータ

主設問 副設問
資料レ
ビュー

質問票・インタ
ビュー/カウンター
パート等

プロジェ
クト

成果１の指標(7項目）は、「パイロッ
ト地域において、効率的な施設を基点
としたサーベイランスシステムが確立
され、有効性」を示しているか？

○ ○州・県MOH ○

成果2の指標（7項目）は「確立された
施設基点としたサーベイランスシステ
ムが、対象地域に展開された」を示し
ているか？

○ ○州・県MOH ○

成果3（2項目）の指標は、「効果的な
コミュニティを基盤としたサーベイラ
ンスシステムが確立され、有効性」を
示しているか？

○ ○州・県MOH ○

成果4(2項目）の指標は「コミュニティ
を基点としたサーベイランスシステム
が、対象地域に展開された」を示して
いるか？

○ ○州・県MOH ○

活動１.1～1.11は成果１のアウトプッ
ト達成に十分か？

目標達成度合い 計画と活動実績 ○ ○州・県MOH ○

活動2.1～2.6は成果2のアウトプット達
成に十分か？

目標達成度合い 計画と活動実績 ○ ○州・県MOH ○

活動3.1～3.7は成果3のアウトプット達
成に十分か？

目標達成度合い 計画と活動実績 ○ ○州・県MOH ○

活動4.1～4.5は成果4のアウトプット達
成に十分か？

目標達成度合い 計画と活動実績 ○ ○州・県MOH ○

投入はアウトプット達成に十分か？ 投入に対する達成度合い 計画と投入実績 ○ ○州・県MOH ○

無駄な投入・コストはないか？ 無駄なコストの有無 計画と投入の実績 ○ ○州・県MOH ○

投入の時期は適切か？ 活動への影響の有無 計画と投入実績 ○
○州、県MOH/サー
ビス提供者

○

投入はプロジェクト目標の達成に直接
的に貢献するか？

不必要な投入の有無 計画と投入実績 ○
○州、県MOH/サー
ビス提供者

○

投入の質は適切か？ 不適正な質の投入の有無 計画と投入実績 ○
○州、県MOH/サー
ビス提供者

○

投入はアウトプット達成に十分か？
（機材、本邦研修、専門家（長期・
短期）、現地経費、エ国側負担な
ど）

プロジェクト関係者の解釈

データ収集方法

各活動はアウトプットの達成に十分
か？

各アウトプットの指標はアウトプッ
トの達成（状況）を端的に示してい
るか？

評価設問

効率性

プロセスの説明



評価項目 判断基準 必要なデータ

主設問 副設問
資料レ
ビュー

質問票・インタ
ビュー/カウンター
パート等

プロジェ
クト

プロジェクトの努力の有無 プロジェクトの活動 ○
○州、県MOH/サー
ビス提供者

○

協力の効率性 PDMとアウトプットの実績 ○ ○州・県MOH ○

各郡のプロジェクトサーベイランス
指標を比較

プロジェクトサーベイランス指標（タ
イムリネス、コンプリートネス）

○ ○州・県MOH ○

上位目標は達成される見込みか？
構築された感染症サーベイランスシス
テムは他の県でも従うか？

プロセスの説明 プロジェクト関係者の解釈 ○ ○州・県MOH ○

上位目標とプロジェクト目標は乖離し
ていないか？

プロセスの説明 プロジェクト関係者の解釈 ○ ○州・県MOH ○

上位目標を達成を阻害する要因はある
か？

プロセスの説明 プロジェクト関係者の解釈 ○ ○州・県MOH ○

上位目標を達成するための外部条件
（プロジェクトの外側のリスク）は
満たされているか？

予算が確保される。 論理の確認 リスク/外部条件 ○ ○州・県MOH ○

現在の保健政策・重点課題が変更しな
い。

○ ○州・県MOH ○

○ ○州・県MOH ○

自立発展性 体制の実効性 見込み ○
○州、県MOH/サー
ビス提供者

○

正負のインパクト（社会、文化、環境、技術的などの視点で）が発生した
か？

プロジェクトは効率的な運営のための努力をはらっているか？

他の援助機関との協力による成果があるか？

アムハラ州での感染症サーベイランスに効果はあったか（あるか）

構築されたサーベイランスシステムは、プロジェクト終了後も活用される
か？

インパクト

効率性

評価設問 データ収集方法



評価項目 判断基準 必要なデータ

主設問 副設問
資料レ
ビュー

質問票・インタ
ビュー/カウンター
パート等

プロジェ
クト

自立発展性 実施プロセスの技術移転の有無 見込み ○ ○州、県MOH ○

組織の存続可能性 見込み ○
○州、県MOH/サー
ビス提供者

○

実施機関オーナーシップの有無 見込み ○ ○州、県MOH ○

政策の持続性 見込み ○ ○州MOH

実施機関のプロジェクトに対するオーナーシップは、確保されているか？

組織は感染症サーベイランスを継続していけるか（財政、政策、人的資源、
技術などの支援の視点から）？

データ収集方法

保健省は引き続き、感染症サーベイランス強化を促進していくか？

構築されたサーベイランスシステムは、プロジェクト成果を他地域へ普及を
支援する取組が担保されているか？

評価設問



 

－93－ 

６．質問票 

Questionnaire for the Amhara Regional Health Bureau 

Mid-term review 

Project for the Strengthening Infectious Disease Prevention, Control and Response 

in Amhara National Regional State 

October 2010 

Please fill in the blank 

Name 

Title/Function: 

Contact number/ Email address: 

 

I. Please answer the questions related with the relevance of the project mentioned above. 

1 Does MOH promote 
strengthening of the Infectious 
diseases surveillance except the 
project? 

□yes   
□no 
If yes, what does MOH? 
 
 
 
 

2 Is the demand of strengthening of 
the Infectious diseases 
surveillance system high in 
Amhara ? 

□very much 
□sufficiently 
□only to some extent 
□not at all 
Why do you think so? 
 
 
 
 

3 Do the health facilities want to 
strengthen the infectious 
diseases surveillance? 

□very much 
□sufficiently 
□only to some extent 
□not at all 
Why do you think so? 
 
 
 
 

4 Do the communities want to 
strengthen the infectious 
diseases surveillance? 

□very much 
□sufficiently 
□only to some extent 
□not at all 
Why do you think so? 
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5 Do health workers think the 

infectious diseases surveillance 
need/essential for the infectious 
diseases control? 

□very much 
□sufficiently 
□only to some extent 
□not at all 
Why do you think so? 
 
 
 
 

6 Is Amhara Region the proper 
actor to improve infectious 
diseases surveillance in Ethiopia?
What is the role of Amhara region 
on the infectious diseases 
surveillance in Ethiopia? 

□very much 
□sufficiently 
□only to some extent 
□not at all 
Why do you think so? 
 
 
 
 

7 Is there any cooperation with 
projects of other donors regarding 
the infectious disease 
surveillance? 

□yes 
□no 
If yes, what is it? 
 
 
 
 

8 Is there any change of situation or 
condition around the project after 
the Project Preparation Study 
implemented? 

□very much 
□sufficiently 
□only to some extent 
□not at all 
Why do you think so? 
 
 
 
 

9 Is Japanese presence high in the 
field of infectious diseases 
surveillance? 

□very much 
□sufficiently 
□only to some extent 
□not at all 
Why do you think so? 
 
 
 
 

10 Does Japan have enough skill 
and experience to support the 
infectious disease surveillance? 

□very much 
□sufficiently 
□only to some extent 
□not at all 
Why do you think so? 
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II. Please answer the question related with the Impact of the project mentioned above. 

11 Has the budget been secure to 
achieve the overall goal? 

□very much 
□sufficiently 
□only to some extent 
□not at all 
Why do you think so? 
 
 
 
 

12 Does the current health policy 
and priority remain unchanged to 
achieve the overall goal? 

□yes 
□no 
If no, why do you think so? 
 
 
 
 

 

III. Please answer the questions related with the sustainability of the project mentioned 

above. 

13 Is the developed infectious 
diseases surveillance system 
going to be utilized after the 
completion of the project? 

□very much 
□sufficiently 
□only to some extent 
□not at all 
Why do you think so? 
 
 
 
 

14 Does the project include some 
ways to roll out the developed 
infectious diseases surveillance 
system to other areas out of the 
target? 

□very much 
□sufficiently 
□only to some extent 
□not at all 
Why do you think so? 
 
 
 
 

15 Does the ownership of the ARHB 
secure? 

□very much 
□sufficiently 
□only to some extent 
□not at all 
Why do you think so? 
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16 Will MOH continue to promote 

improvement of the infectious 
diseases surveillance? 

□very much 
□sufficiently 
□only to some extent 
□not at all 
Why do you think so? 
 
 
 
 

 

Thank you for your cooperation. 
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Questionnaire for the Project Counterparts 

Mid-term review 

Project for the Strengthening Infectious Disease Prevention, Control and Response 

in Amhara National Regional State 

October 2010 

Please fill in the blank 

Name 

Title/Function: 

Organization: 

Contact number/ Email address: 

Please state your roles and responsibilities in this Project: 

 

 

 

1. Relevance: 

1 Do the health facilities want to 
strengthen the infectious diseases 
surveillance? 

□very much 
□sufficiently 
□only to some extent 
□not at all 
Why do you think so? 
 
 
 
 

2 Do the communities want to 
strengthen the infectious diseases 
surveillance? 

□very much 
□sufficiently 
□only to some extent 
□not at all 
Why do you think so? 
 
 
 
 

3 Do health workers think the infectious 
diseases surveillance need/essential 
for the infectious diseases control? 

□very much 
□sufficiently 
□only to some extent 
□not at all 
Why do you think so? 
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4 Is Japanese presence high in the field 

of infectious diseases surveillance? 
□very much 
□sufficiently 
□only to some extent 
□not at all 
Why do you think so? 
 
 
 
 

5 Does Japan have enough skill and 
experience to support the infectious 
disease surveillance? 

□very much 
□sufficiently 
□only to some extent 
□not at all 
Why do you think so? 
 
 
 
 

 

2. Effectiveness: 

6 To what extent the project purpose 
has been achieved (and is expected 
to be achieved)?  
Indicator: More than 20 out of 22 
targets woredas achieve 80% of the 
surveillance index. 

□Already 
□Going as planned 
□Behind schedule 
□Others 
Please indicate if there are any factors that impede 
the achievement of indicator. 
 
 
 
 

7 Is there any factor which might 
obstruct achievement of the Project 
Purpose? 

□yes 
□no 
What is it? Why do you think so? 
 
 
 
 

8 Is there any factor which might 
promote achievement of the Project?

□yes 
□no 
What is it? Why do you think so? 
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9 Are the indicators appropriate enough 

to measure the achievement of the 
Project Purpose?  

□very much 
□sufficiently 
□only to some extent 
□not at all 
Why do you think so? 
 
 
 
 

 

3. Efficiency: 

 To what extent the Outputs (as stated in the PDM version4.5) have been achieved as far 
compared to the plan? 

10 Output1: Effective system of 
facility-based surveillance is 
established and verified in pilot area.
1-1（reporting）90% of health facilities 
submit surveillance monthly report to 
Woreda Health Office (WorHO)with 
timeliness and 95% with 
completeness. 

□Already 
□Going as planned 
□Behind schedule 
□Others 
Please indicate if there are any factors that impede 
the achievement of indicator. 
 
 
 
 
 
 

11 1-2（reporting）90% of health facilities 
report suspected outbreaks of 
epidemics of WorHO within 48 hours.

□Already 
□Going as planned 
□Behind schedule 
□Others 
Please indicate if there are any factors that impede 
the achievement of indicator. 
 
 
 
 
 
 

12 1-3（analysis）90% of WorHOs have 
summary table, graph and/or 
selected surveillance diseases (e.g. 
malaria, acute watery diarrhea 
(AWD), meningitis, acute flaccid 
paralysis (AFP), measles, neonatal 
tetanus). 

□Already 
□Going as planned 
□Behind schedule 
□Others 
Please indicate if there are any factors that impede 
the achievement of indicator. 
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13 1-4（preparedness）85% of WorHOs 

develop annual plan for infectious 
disease control based on analyzed 
data. 

□Already 
□Going as planned 
□Behind schedule 
□Others 
Please indicate if there are any factors that impede 
the achievement of indicator. 
 
 
 
 
 
 

14 1-5 (preparedness）85% of Zonal 
Health Department (ZHD)and 
WorHOs can calculate necessary 
stock for epidemic prone diseases 
(e.g. malaria, AWD) 

□Already 
□Going as planned 
□Behind schedule 
□Others 
Please indicate if there are any factors that impede 
the achievement of indicator. 
 
 
 
 
 
 

15 1-6（investigation）90% of suspected 
epidemics were investigated. 

□Already 
□Going as planned 
□Behind schedule 
□Others 
Please indicate if there are any factors that impede 
the achievement of indicator. 
 
 
 
 
 
 

16 1-7 (response）Evaluation reports are 
available for 80% of epidemics. 

□Already 
□Going as planned 
□Behind schedule 
□Others 
Please indicate if there are any factors that impede 
the achievement of indicator. 
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17 Output2: Operational capacity of the 

verified system of facility-based 
surveillance is developed in all target 
area. 
2-1（reporting）90% of health facilities 
submit surveillance monthly report to 
Woreda Health Office (WorHO)with 
timeliness and 95% with 
completeness in all 22 target 
woredas. 

□Already 
□Going as planned 
□Behind schedule 
□Others 
Please indicate if there are any factors that impede 
the achievement of indicator. 
 
 
 
 
 
 

18 2-2（reporting）90% of health facilities 
report suspected outbreaks of 
epidemics of WorHO within 48 hours  
in all 22 target woredas. 

□Already 
□Going as planned 
□Behind schedule 
□Others 
Please indicate if there are any factors that impede 
the achievement of indicator. 
 
 
 
 
 
 

19 2-3（analysis）90% of WorHOs have 
summary table, graph and/or 
selected surveillance diseases (e.g. 
malaria, acute watery diarrhea 
(AWD), meningitis, acute flaccid 
paralysis (AFP), measles, neonatal 
tetanus) in all 22 target woredas. 

□Already 
□Going as planned 
□Behind schedule 
□Others 
Please indicate if there are any factors that impede 
the achievement of indicator. 
 
 
 
 
 
 

20 2-4（preparedness）85% of WorHOs 
develop annual plan for infectious 
disease control based on analyzed 
data  in all 22 target woredas. 

□Already 
□Going as planned 
□Behind schedule 
□Others 
Please indicate if there are any factors that impede 
the achievement of indicator. 
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21 2-5 (preparedness）85% of Zonal 

Health Department (ZHD)and 
WorHOs can calculate necessary 
stock for epidemic prone diseases 
(e.g. malaria, AWD) in all 22 target 
woredas. 

□Already 
□Going as planned 
□Behind schedule 
□Others 
Please indicate if there are any factors that impede 
the achievement of indicator. 
 
 
 
 
 
 

22 2-6（investigation）90% of suspected 
epidemics were investigated  in all 
22 target woredas  in all 22 target 
woredas. 

□Already 
□Going as planned 
□Behind schedule 
□Others 
Please indicate if there are any factors that impede 
the achievement of indicator. 
 
 
 
 
 
 

23 2-7 (response）Evaluation reports are 
available for 80% of epidemics  in 
all 22 target woredas. 

□Already 
□Going as planned 
□Behind schedule 
□Others 
Please indicate if there are any factors that impede 
the achievement of indicator. 
 
 
 
 
 
 

24 Output3: System of 
community-based surveillance is 
established and verified in pilot area.
3-1 90% of pilot kebels monthly 
submit surveillance report with 
timeliness and completeness. 

□Already 
□Going as planned 
□Behind schedule 
□Others 
Please indicate if there are any factors that impede 
the achievement of indicator. 
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25 3-2 80% of health volunteers and 

other target players in community 
know simple case definition of the 
target diseases. 

□Already 
□Going as planned 
□Behind schedule 
□Others 
Please indicate if there are any factors that impede 
the achievement of indicator. 
 
 
 
 
 
 

26 Output 4: Operational capacity of the 
verified system of community-based 
surveillance is developed in all target 
area. 
4-1 90% of pilot kebels monthly 
submit surveillance report with 
timeliness and completeness in all 6 
target woredas. 

□Already 
□Going as planned 
□Behind schedule 
□Others 
Please indicate if there are any factors that impede 
the achievement of indicator. 
 
 
 
 
 
 

27 4-2 80% of health volunteers and 
other target players in community 
know simple case definition of the 
target diseases in all 6 target 
woredas. 

□Already 
□Going as planned 
□Behind schedule 
□Others 
Please indicate if there are any factors that impede 
the achievement of indicator. 
 
 
 
 
 
 

28 Is there any factor which might 
obstruct achievement of the Project 
Purpose? 
 

□yes 
□no 
Why do you think so? 
 
 
 
 
 
 

29 Is there any factor which might 
promote achievement of the Project 
Purpose? 

□yes 
□no 
Why do you think so? 
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 Are the activities sufficient to produce each Output? 
30 Output1: Effective system of 

facility-based surveillance is 
established and verified in pilot 
area. 
Activities of Output1: 1.1～1.11 
1.1 Conduct situation analysis on 
surveillance system. 
1.2 Select pilot woredas. 
1.3 Find out better methods and 
train on reporting, data 
management, analysis and 
feedback mechanism for health 
offices. 
1.4 Find out better methods and 
train on epidemic response and 
preparedness for heath offices. 
1.5 Develop annual planning model 
based on analyzed data at health 
offices. 
1.6 Train on surveillance to workers 
health facilities 
1.7 Train on surveillance-related 
activity to laboratory workers at 
health facilities. 
1.8 Monitor and supervise 
facility-based surveillance at health 
offices and health facilities. 
1.9 Produce supplemental malarias 
for workers at health offices and 
health facilities. 
1.10 Provide necessary equipment 
(e.g. computer to health offices, 
complemantary laboratory 
equipment for health centers) 
1.11 Evaluate pilot activities. 

□very much 
□sufficiently 
□only to some extent 
□not at all 
Why do you think so?  
 

31 Output 2: Operational capacity of 
the verified system of facility-based 
surveillance is developed in all 
target area. 
Activities of Output2 :2.1～2.6 
2.1 Select target woredas. 
2.2 Developa scaling-up strategy 
(training, manuals, foll0w-up plan). 
2.3 Conduct training to health 
offices and health facilities. 
2.4 Provide necessary feedback 
and supervision to problematic 
WorHOs. 
2.5 Provide necessary equipment. 
2.6 Revise produced materials at 
training and supplemental 
materials. 

□very much 
□sufficiently 
□only to some extent 
□not at all 
Why do you think so?  
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32 Output3: System of 
community-based surveillance is 
established and verified in pilot 
area. 
3-1 90% of pilot kebels monthly 
submit surveillance report with 
timeliness and completeness. 
Activities of Output3: 3.1～3.7 
3.1 Conduct situatiion analysis on 
community-based surveillance and 
health system in community. 
3.2 Select pilot woreda and 
kebales. 
3.3 Develop strategy with 
community surveillance. 
3.4 Develop manuals and 
eduational tools. 
3.5 Conduct training for Health 
Extension Workers (HEWs) and 
health volunteers. 
3.6 Monitor and supervise 
community surveillance and 
response. 
3.7 Evaluate pilot activities. 

□very much 
□sufficiently 
□only to some extent 
□not at all 
Why do you think so?  
 

33 Output4: Operational capacity of 
the verified system of 
community-based surveillance is 
developed in all target area. 
Activities of Output4 :4.1～4.5 
4.1 Select target woredas and 
kebeles. 
4.2 Conduct training for Woredas 
Health Offices (WorHOs) 
4.3 Conduct training for HEWs and 
health volunteers. 
4.4 Review and disseminate 
manuals and education tools. 
4.5 Monitor and supervise 
community surveillance and 
response. 

□very much 
□sufficiently 
□only to some extent 
□not at all 
Why do you think so?  
 

34 Are Inputs sufficient to produce 
Outputs? 

□very much 
□sufficiently 
□only to some extent 
□not at all 
Why do you think so?  
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35 Is timing of Input appropriate?  □very much 

□sufficiently 
□only to some extent 
□not at all 
Why do you think so?  
 
 
 
 
 

36 Is input sufficient to produce 
Outputs? 

□very much 
□sufficiently 
□only to some extent 
□not at all 
Why do you think so?  
 
 
 
 
 

37 Is there no waste cost? □very much 
□sufficiently 
□only to some extent 
□not at all 
Why do you think so?  
 
 
 
 
 

38 Do Inputs contribute to attain the 
project purpose directly? 

□very much 
□sufficiently 
□only to some extent 
□not at all 
Why do you think so?  
 
 
 
 
 

39 Is quality of Input appropriately? □very much 
□sufficiently 
□only to some extent 
□not at all 
Why do you think so?  
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40 Is there any output done by project 

cooperation with other donors? 
□very much 
□sufficiently 
□only to some extent 
□not at all 
Why do you think so?  
 
 
 
 
 

 

4. Impact: 

41 Are other Woredas going to follow 
the infectious diseases surveillance 
system developed by the project? 

□very much 
□sufficiently 
□only to some extent 
□not at all 
Why do you think so? 
 
 
 
 
 

42 Are the Overall goal and the Project 
goal appropriate in the logical way?

□very much 
□sufficiently 
□only to some extent 
□not at all 
Why do you think so? 
 
 
 
 
 

43 Is there any factor which might 
obstruct achievement of the Overall 
goal? 

□yes 
□no 
If yes, what is it? 
 
 
 
 
 

44 Has the budget been secure to 
achieve the overall goal? 

□very much 
□sufficiently 
□only to some extent 
□not at all 
Why do you think so? 
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45 Does the current health policy and 

priority remain unchanged to 
achieve the overall goal? 

□yes 
□no 
If no, why do you think so? 
 
 
 
 
 

 

5. Sustainability: 

46 Is the developed infectious 
diseases surveillance system going 
to be utilized after the completion of 
the project? 

□very much 
□sufficiently 
□only to some extent 
□not at all 
Why do you think so? 
 
 
 
 
 

47 Does the project include some 
ways to roll out the developed 
infectious diseases surveillance 
system to other areas out of the 
target? 

□very much 
□sufficiently 
□only to some extent 
□not at all 
Why do you think so? 
 
 
 
 
 

48 Will MOH continue to promote 
improvement of the infectious 
diseases surveillance? 

□very much 
□sufficiently 
□only to some extent 
□not at all 
Why do you think so? 
 
 
 
 

 

If you have any comments, please feel free to write. 

 

 

 

 

Thank you for your cooperation. 
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